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第 ７回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

平成29年３月13日(月曜日) 

            午前９時59分開議 

            午後０時32分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第33号 平成29年度熊本県一般会計予

算 

 議案第37号 平成29年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計予算 

 議案第41号 平成29年度熊本県育英資金等

貸与特別会計予算 

 議案第69号 熊本県教育委員会の権限に属

する事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第70号 熊本県市町村立学校職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について 

 議案第71号 熊本県警察の警察署の名称、

位置及び管轄区域に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 議案第72号 熊本県警察職員定数条例の一

部を改正する条例の制定について 

 議案第73号 熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 議案第74号 財産の無償貸付けについて 

 議案第78号 権利の放棄について 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 橋 口 海 平 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 大 平 雄 一 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし)  

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 宮 尾 千加子 

教育理事 金 子 徳 政 

教育総務局長 青 木 政 俊 

教育指導局長 越 猪 浩 樹 

教育政策課長 田 村 真 一 

首席審議員兼学校人事課長 國 武 愼一郎 

社会教育課長 河 村 雅 之 

文化課長 平 井   貴 

施設課長 西 川 哲 治 

高校教育課長 牛 田 卓 也 

政策監兼高校整備推進室長 手 島 和 生 

義務教育課長 坂 梨 光 一 

特別支援教育課長 藤 田 泰 資 

人権同和教育課長 古 澤 広 義 

体育保健課長 平 田 浩 一 

警察本部 

本部長 後 藤 和 宏 

警務部長 森 川   武 

生活安全部長 甲 斐 利 美 

刑事部長 吉 長 立 志 

交通部長 奥 田 隆 久 

警備部長 中 島 恵 一 

首席監察官 松 岡 範 俊 

参事官兼警務課長 熊 川 誠 吾 

参事官兼会計課長 木 村 浩 憲 

理事官兼総務課長 今 村 光 宏 

参事官兼生活安全企画課長 田 中 哲 浩 

参事官兼刑事企画課長 杉 村 武 治 

参事官兼交通企画課長 田 中   亨 

参事官兼警備第一課長 原   秀 二 
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交通規制課長 森   教 烈 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 黒 岩 雅 樹 

     政務調査課主幹 濱 邊 誠 治 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○渕上陽一委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第７回教育警察常任委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会に２名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしまし

た。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

を議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案について、警察本部、教育委員

会の順に説明を求めた後、一括して質疑を受

けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、着座のまま簡

潔にお願いします。 

 初めに、警察本部から総括説明を行い、続

いて担当課長から順次説明をお願いします。 

 

○後藤警察本部長 委員の皆様には、この１

年間、熊本地震への対応を初めとした警察行

政の各般にわたりまして、深い御理解と温か

い御支援をいただいたことに対しまして、ま

ずもって厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、着座にて説明をさせていただき

ます。 

 まず、第33号議案平成29年度熊本県一般会

計予算でございますが、警察本部の平成29年

度当初予算額の総額は、391億7,700万円余と

なります。 

 主な事業といたしましては、復旧・復興過

程におけるさまざまなトラブルや犯罪を未然

に防ぐための被災地防犯アドバイザーの増員

配置、警察署再編計画に基づく熊本北合志警

察署や氷川機動センターの整備、地域防災の

拠点化に向けた阿蘇警察署の移転、建てかえ

に伴う設計委託、事件、事故や災害に迅速か

つ的確に対応するための熊本県警察統合地理

情報システム構築に向けた設計委託、円滑な

交通環境を確立するための交通安全施設整備

などでございます。 

 次に、第71号議案でございますが、熊本県

警察の警察署の名称、位置及び管轄区域に関

する条例の一部を改正する条例でございます

が、これは、氷川警察署の八代警察署への統

合、熊本北警察署の名称の熊本中央警察署へ

の変更、熊本北合志警察署の新設、熊本单警

察署及び宇城警察署の管轄区域の変更を行う

ものでございます。 

 次に、第72号議案熊本県警察職員定数条例

の一部を改正する条例でございますが、これ

は、警察法施行令の一部改正により、地方警

察官の定員の基準が改められることに伴い、

警察職員の定数を改正するものであります。 

 次に、第73号議案、熊本県警察の職員の特

殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例でございますが、これは、警察職員の特殊

勤務手当の額の見直しに伴い、関係規定を整

備するものであります。 

 最後に、第74号議案財産の無償貸し付けで

ございますが、これは、民間資金の活用によ

り警察職員の住宅を整備、運営するため、事

業者に対し、住宅用地を無償で貸し付けるも

のであります。 

 詳細につきましては、それぞれ担当者から

説明をさせますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員長 次に、担当課長等から説

明をお願いします。 

 

○木村会計課長 予算関係議案につきまし

て、お手元の警察本部の説明資料で御説明を

いたします。 

 第33号議案平成29年度熊本県一般会計予算
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についてでございます。 

 まず、ページをめくっていただき、８ペー

ジ末尾の警察費及び災害復旧費をごらんくだ

さい。 

 本年度の欄に記載しておりますとおり、警

察本部合計は391億7,731万4,000円となり、

前年度、これは６月補正予算と９月補正予算

において肉づけ計上されたものを含む額でご

ざいますが、この９月補正後と比較します

と、13億1,556万8,000円の増額、率にして

3.5％の増となっております。これは、熊本

北合志警察署の整備に伴う庁舎建設工事費が

16億6,200万円ほど増額していることが主な

要因となっております。 

 それでは、１ページに戻っていただきまし

て、内容について御説明いたします。 

 まず、上段の公安委員会費、本年度の

1,149万1,000円は、右の説明欄のとおり、公

安委員の報酬と委員や職員の旅費などの運営

費でございます。 

 次に、下段の警察本部費の本年度の302億

4,999万7,000円は、職員の給与や業務管理な

ど、職員の設置に必要な経費でございます。 

 説明欄の主な項目について御説明させてい

ただきます。 

 まず、番号１の職員給与費266億4,339万

1,000円は、職員の給料や諸手当、機動隊員

の警備出動に係る時間外勤務手当でございま

す。 

 番号２の退職手当20億1,382万9,000円は、

定年、勧奨、自己都合などによる退職見込み

人数134人分の退職手当でございます。 

 番号３は、警察一般管理費として12億

2,020万7,000円をお願いしております。 

 (1)は、平成29年度政府予算案として地方

警察官の増員が閣議決定され、本県に対し15

人の増員が容認されたことに伴う職員の設置

に要する経費でございます。 

 次の(2)から(6)については、職員の赴任旅

費や制服の整備費、非常勤職員の雇用、各種

広報活動等に要する経費でございます。 

 ２ページをお願いします。 

 (7)から(9)については、消耗品費や庁舎光

熱水費、行政文書の管理、印刷費など、警察

署の運営に要する経費、(10)は、職員の健康

診断や公務災害補償、警察官の職務に協力し

た者に対する遺族年金等の給付など、職員の

福利厚生関係に要する経費、(11)は、警察情

報や個人情報の保護などセキュリティーの確

保や、機器の維持管理など情報ネットワーク

の運営に要する経費でございます。 

 番号４は、職員の中学生以下の子に対する

児童手当の支給に要する経費でございます。 

 次に、下段の装備費をごらんください。 

 災害用資機材の整備や車両等の警察装備品

の維持管理に要する経費で４億8,122万円を

お願いしております。 

 番号１の(1)は、災害の発生に備えた警察

本部総合指揮室の維持管理費、被災者の救助

訓練など危機管理対策に要する経費でござい

ます。 

 (2)から(4)については、警察装備品、車

両、船舶、ヘリコプターの維持管理などに要

する経費でございます。 

 ヘリコプターにつきましては、今年度、国

の補正予算において更新整備費が盛り込まれ

たことに伴い、平成30年度のヘリコプター機

体の更新整備に備え、操縦訓練経費もお願い

しております。 

 ３ページをお願いします。 

 警察施設費の本年度の33億5,632万6,000円

は、警察施設の整備や維持管理に必要な経費

でございます。 

 説明欄番号１は、警察施設維持費で８億

2,604万1,000円をお願いしております。 

 これは、警察本部庁舎や警察署、運転免許

センターなど、警察施設の維持管理に要する

経費や、県庁舎設備更新計画に基づく無停電

電源装置の改修工事費等でございます。 

 次に、番号２の警察施設整備費で25億
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3,028万5,000円をお願いしております。 

 (1)と(2)は、警察署再編計画に基づく事業

でございます。 

 まず、(1)の熊本北合志警察署整備事業に

つきましては、平成30年４月の運用開始に向

け、引き続き庁舎建設を進めてまいります。 

 (2)の氷川機動センター整備事業につきま

しては、本年10月の移転に向け、引き続き庁

舎建設工事を進めてまいります。 

 また、これら警察署再編に伴う備品整備や

移転、各種システム改修等に要する経費を

(4)でお願いしております。 

 次に、(3)は、阿蘇警察署の移転に伴う警

察署庁舎の設計委託等に要する経費でござい

ます。 

 平成30年度から31年度の２カ年で庁舎建設

工事を行い、平成32年春の運用開始を目指し

てまいります。 

 (5)は、熊本県総合防災航空センター(仮

称)の設置に伴い必要となる備品等の整備費

や、現在の警察航空隊庁舎の解体に要する経

費などでございます。 

 (6)は、警察施設の整備に要する経費をお

願いしております。 

 大津警察署光の森交番(仮称)は、熊本北合

志警察署の運用開始に伴う管轄区域の見直し

に合わせて、新たに菊陽町光の森地区に交番

を新築するものでございます。 

 このほか、老朽・狭隘化の著しい熊本北警

察署味噌天神交番の移転のための用地購入な

どを行うこととしております。 

 次の(7)は、アスベストなどの有害物質の

含有調査を行うもので、(8)は、民間からの

宿舎借り上げに要する経費でございます。 

 ４ページをお願いします。 

 上段の運転免許費の本年度の10億3,135万

5,000円は、運転免許行政の運営に必要な経

費でございます。 

 説明欄番号１は、自動車運転免許費で９億

8,597万円をお願いしております。 

 (1)は、認知症等の疑いのある方の早期発

見、高齢者やその御家族等に対する専門相談

などを行うため、引き続き運転免許センター

に看護師等３人を配置することとしておりま

す。 

 (2)は、高齢運転者に係る交通事故の現状

や、高齢の免許保有者が今後さらに増加する

見込みであることなどから、高齢運転者対策

の推進を図るため、道路交通法が改正され、

今月12日から施行されたことを受け、新たに

運転免許センターで高齢者講習を開始するこ

とに伴い、講習用機材を購入する経費などを

お願いしております。 

 (3)は、運転免許管理システムの維持管理

に必要な経費でございます。 

 (4)は、道路交通法に規定されている各種

講習の業務委託に要する経費でございます。 

 番号２の自動車運転免許試験費では、運転

免許試験車両の維持経費、取り消し処分者講

習を実施するための運営経費など4,538万

5,000円をお願いしております。 

 次に、下段の恩給及び退職年金費の本年度

の5,057万2,000円は、昭和37年11月30日以前

に退職した警察職員とその遺族に対し、恩給

法に基づき支給する恩給と扶助料でございま

す。 

 ５ページをお願いします。 

 警察活動費の本年度の39億3,298万5,000円

は、県警察各部門の運営や交通安全施設の整

備に必要な経費でございます。 

 番号１の一般警察運営費で６億1,435万

6,000円をお願いしております。 

 (1)では、平成27年６月から業務を開始し

ております性暴力被害者のためのワンストッ

プ支援センター、ゆあさいどくまもとの運営

に要する経費として2,175万4,000円をお願い

しております。 

 (2)は、犯罪被害者を支援するための事業

費で、犯罪被害者等に対するカウンセリング

費用の公費負担制度を新たに盛り込んでおり
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ます。 

 (3)は、被留置者の食糧費など、留置施設

の運用に要する経費等でございます。 

 (4)と(5)は、職員の能力向上に要する経費

や警察活動等に必要な基本的経費でございま

す。 

 次に、番号２の総合治安対策費で１億

4,970万4,000円をお願いしております。 

 (1)は、熊本地震からの復旧、復興に向け

た総合治安対策の推進に要する経費でござい

ます。 

 まず、被災地防犯アドバイザーについて

は、昨年９月から、４人の警察官ＯＢによる

体制で被災自治体等への助言活動や被災者か

らの相談受理等を実施しておりますが、平成

29年度は６人体制とし、被災地域の安全で安

心して暮らせる社会の早期実現を図ってまい

ります。 

 また、災害対処能力向上のため、災害活動

への備えに重点を置いた装備資機材の高度化

や、九州各県警察や自衛隊、消防等が集結し

た合同訓練を実施する経費をお願いしており

ます。 

 (2)は、災害、事件、事故等、各種治安事

象に迅速、的確に対応するための総合地理情

報システム(ＧＩＳ)の構築に要する経費でご

ざいます。 

 平成31年度に本格導入することを目指し、

平成28年度の基本調査を踏まえ、詳細設計を

行うこととしております。 

 (3)は、高齢者の交通事故や振り込め詐欺

などの県民生活を脅かす犯罪を未然に防止す

るため、警察官ＯＢの非常勤職員と民間業者

の合計24人体制による通称ひまわり隊を結成

して、戸別訪問や声かけなどの街頭指導、地

域の集会での防犯講話などを行っているもの

で、平成28年度に続き２年目となる事業でご

ざいます。 

 ６ページをお願いします。 

 (4)は、特殊詐欺の根絶に向けた取り組み

を強化するための被害防止活動に要する経費

や検挙活動を強化するための電話分析関連シ

ステムに要する経費、(5)は、危険ドラッグ

等の薬物対策に要する経費、(6)は、テロ防

止のための広報啓発活動等に要する経費でご

ざいます。 

 次に、番号３の生活安全警察運営費で１億

225万1,000円をお願いしております。 

 (1)は、ストーカー行為やＤＶの被害を防

止するための経費で、ストーカー行為等をし

た者を更正させるための精神医学的、心理学

的なカウンセリングや、被害者対策用防犯カ

メラの設置委託などを行うものでございま

す。 

 (2)は、サイバー犯罪の被害防止や検挙に

向けた諸対策を推進するための解析資機材の

ネットワーク整備費や捜査能力向上のための

共用経費などでございます。 

 (3)は、ボランティア団体等の活動を支援

するための経費と、地域住民の要望や困り事

に対処するため、豊富な経験を有する警察官

ＯＢを警察安全相談員として任用する経費で

ございます。 

 (4)は、尐年の非行防止と保護対策を総合

的に推進するための経費で、尐年の問題行動

等への対応や巡回指導活動等を行うため、警

察官ＯＢをスクールサポーターとして任用

し、平成29年度は、被災児童生徒への対応を

強化するため、１名を増員することとしてお

ります。 

 (5)は、産業廃棄物の不法投棄など、環境

犯罪の根絶に要する経費、(6)は、風俗営業

や警備業など、生活安全警察に係る許認可事

務の業務委託などに要する経費でございま

す。 

 次に、番号４の地域警察運営費で４億

5,177万7,000円をお願いしております。 

 (1)は、駐在所の運営に協力していただく

駐在所員の配偶者に対する報償費や、交番、

駐在所機能を充実強化するための交番相談員
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の任用経費などで、(2)は、110番センターの

運営に要する経費でございます。 

 次に、番号５の刑事警察運営費で３億

9,283万円をお願いしております。 

 (1)は、取り調べや犯罪捜査の適正化対策

等に要する経費でございます。 

 これは、刑事訴訟法の改正に伴い、裁判員

裁判対象事件を取り調べる場合には、全過程

の録音、録画が義務づけられることになった

ため、警察署の取調室に録音・録画装置を整

備するものでございます。 

 ７ページをお願いします。 

 (2)は、県民生活を脅かす犯罪を取り締ま

るための経費で、各種捜査支援システムの維

持管理費や重要凶悪事件など各種捜査活動に

要する経費、暴力団の壊滅に向けた検挙活動

等に要する経費でございます。 

 (3)は、外国人犯罪捜査体制を充実させる

ための海外語学研修に要する経費、(4)と(5)

は、犯罪鑑識に必要な資機材及びシステムの

整備に要する経費や、科学捜査研究所におい

て使用する鑑定用資機材の維持管理費、研究

員の研修経費などでございます。 

 次に、番号６の交通警察運営費で９億

2,262万9,000円をお願いしております。 

 (1)の交通の安全と円滑の確保は、交通安

全教育、交通指導取り締まり、交通事故捜

査、違法駐車対策などに要する経費や、信号

機電気料など円滑な交通管制に要する経費で

ございます。 

 (2)は、自動車保有関係ワンストップサー

ビスシステムの導入に向けたシステム改修等

に要する経費でございます。 

 これは、自動車ユーザーが行う手続の簡素

化や負担軽減を図るため、警察への車庫証明

書の申請、運輸支局への検査登録の申請、県

税事務所への自動車諸税の納付をオンライン

で一括して行うことができるシステムで、平

成30年７月の運用開始を目指してまいりま

す。 

 (3)は、道路交通法に規定された安全運転

管理者等講習など、交通警察に係る許認可事

務の業務委託などに要する経費でございま

す。 

 次に、番号７の交通安全施設費で12億

9,943万8,000円をお願いしております。 

 安全で円滑な交通環境を確立するため、道

路の新設、改良や通学路対策などに必要な信

号機の新設、更新時期を迎えた信号機の制御

機や柱の更新、災害時等の停電に備えた信号

機電源付加装置の設置などの整備を進めるこ

ととしています。 

 ここまで、警察費として、合計391億1,394

万6,000円をお願いしております。 

 8ページをお願いします。 

 災害復旧費でございます。 

 上段の警察施設災害復旧費で3,982万8,000

円をお願いしております。 

 熊本地震で被災した警察施設の復旧に要す

る経費で、小国警察署赤馬場駐在所の移転建

てかえ工事等を行うものでございます。 

 次に、２段目の交通安全施設災害復旧費で

2,354万円をお願いしております。 

 同じく、熊本地震で被災した信号柱の建て

かえに要する経費でございます。 

 災害復旧費は、合計6,336万8,000円でござ

います。 

 以上、御審議のほどをよろしくお願いいた

します。 

 

○熊川警務課長 警務課でございます。 

 警察本部から提案しております３つの条例

案について御説明いたします。 

 まず、第71号議案熊本県警察の警察署の名

称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を

改正する条例について御説明いたします。 

 資料は、９ページから16ページとなりま

す。 

 今回の改正は、平成25年12月に策定、公表

しました警察署再編計画に基づきまして、氷
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川警察署と八代警察署の統合、熊本北警察署

の熊本中央警察署への名称変更、熊本市北区

に設置する新たな警察署、熊本北合志警察署

の設置、熊本市单区城单町を管轄する警察署

を宇城警察署から熊本单警察署への変更、以

上の４つのものを実現するためのものでござ

います。 

 施行日は、氷川警察署と八代警察署の統合

を平成29年４月１日、熊本北警察署の熊本中

央警察署への名称変更を平成29年10月１日、

熊本北合志警察署の設置及び熊本市单区城单

町を管轄する警察署の変更を平成30年４月１

日としております。 

 続きまして、第72号議案熊本県警察職員定

数条例の一部を改正する条例について御説明

いたします。 

 資料は、17ページから20ページとなりま

す。 

 今回の改正は、警察官15人の増員を実現す

るため、この条例において定められている警

察官の定数を3,092人から3,107人に改めるも

のでございます。 

 階級別の定数については、資料18ページの

条例案の概要の中の３の(1)の表でお示しし

ているとおりです。 

 警視の階級が１人ふえ、113から114に、警

部の階級枠が１人ふえ、236から237に、巡査

部長を含めたところの警部補の階級枠が９人

ふえ、1,801から1,810へ、巡査の階級枠が４

人ふえ、942から946となります。 

 施行日については、平成29年４月１日とし

ております。 

 続きまして、第73号議案熊本県警察の職員

の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す

る条例について御説明いたします。 

 資料は、21ページから25ページとなりま

す。 

 今回の改正は、夜間における交通捜査作業

に対する手当額の加算を行うものでありま

す。 

 交通捜査作業手当は、職員が人身交通事故

の捜査、暴走族の取り締まり、飲酒運転取り

締まり等の業務に従事した場合に支給される

ものですが、これらの業務を視認性の低い夜

間の時間帯に行う場合には、より危険性や困

難性が高まることから、手当額の加算を規定

するものでございます。 

 施行日については、平成29年４月１日とし

ております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○木村会計課長 第74号議案財産の無償貸付

けについて御説明をいたします。 

 本件は、老朽化が著しい独身用職員住宅を

現地で建てかえ、整備するものですが、民間

事業者において、解体、建設及び維持管理の

全てを行うこととしており、事業者でありま

す積和不動産九州株式会社熊本営業所に対し

まして、県有地を無償で貸し付けるものであ

ります。 

 なお、県有地の貸付期間は、平成29年４月

から平成59年３月までの30年間を予定してお

ります。 

 また、建物につきましては、平成29年４月

から解体及び新築工事を行い、平成30年２月

の完成を予定しております。その後、平成59

年３月までの約29年間、事業者において職員

住宅の管理運営を行い、それを県警が一括し

て借り上げることとしております。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 それでは、続いて教育委

員会から説明をお願いします。 

 初めに、宮尾教育長。 

 

○宮尾教育長 議案の説明に先立ちまして、

委員の皆様方、また、県民の皆様方におわび

を申し上げます。 
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 今月９日、県立学校教職員による飲酒運転

事案と体罰事案、計２件につきまして、懲戒

処分を行いました。 

 飲酒運転事案は、昨年12月に飲酒運転で人

身事故を起こしたとして現行犯逮捕されたも

のであり、懲戒免職処分を行いました。ま

た、体罰事案につきましては、戒告処分とし

ております。 

 いずれも教育公務員としては決して許され

ない行為でございまして、学校及び学校教育

の信頼回復に向け、組織を挙げて教職員の綱

紀の保持及び服務規律の確保に取り組んでま

いります。申しわけありません。 

 なお、一言お礼を申し上げます。 

 渕上委員長、また、橋口副委員長を初め委

員の皆様方におかれましては、この１年間、

熊本地震の対応を初め、教育行政全般にわた

りまして、本当に御指導、御助言をいただ

き、ありがとうございました。 

 ここから、済みません、座らせていただき

ます。 

 熊本地震からの復旧、復興は道半ばでござ

いますが、熊本復旧・復興４カ年戦略に基づ

きまして、学校施設の復旧や児童生徒の心の

ケアなど、子供たちが安心して学業に取り組

める教育環境の充実、確保を図っていくとと

もに、熊本城を初めとした被災文化財の復旧

やスポーツ施設の復旧などを進めてまいりま

す。 

 それでは、今回提案しております教育委員

会関係の議案の概要につきまして御説明させ

ていただきます。 

 まず、平成29年度当初予算につきまして、

第33号議案平成29年度熊本県一般会計予算、

第37号議案平成29年度熊本県立高等学校実習

資金特別会計予算、第41号議案平成29年度熊

本県育英資金等貸与特別会計予算におきまし

て、総額1,286億9,400万円余をお願いしてお

ります。 

 以下、予算の主な内容について御説明させ

ていただきます。 

 まず、文化財災害復旧事業につきまして

は、被災文化財の早期復旧と適切な保存のた

め、経済界等の寄附金を原資とした平成28年

熊本地震被災文化財等復旧復興基金を活用

し、現行の補助制度を活用してもなお残る民

間所有者負担を軽減いたします。 

 次に、県立学校施設災害復旧事業につきま

しては、熊本地震で被災し、特に被害が甚大

でありました熊本高校の改修工事及び第二高

校の改築工事を行います。 

 次に、コミュニティ・スクールの推進事業

につきましては、熊本地震の経験を踏まえ、

地域との連携を強化するため、県立学校への

コミュニティ・スクールの導入を推進いたし

ます。 

 次に、くまもと未来への復興人材育成事業

につきましては、専門高校の工業、農業、商

業、家庭、福祉の各分野で、専門性を生かし

た支援について被災地で学び、今後の復興に

貢献する人材を育成いたします。 

 次に、校舎新・増改築事業につきまして

は、県立高等学校施設の安全性を確保し、機

能向上を図るため、老朽化した施設の改築等

に計画的に取り組むべく、熊本工業高校の実

習棟改築事業に着手いたします。 

 次に、特別支援教育環境整備事業につきま

しては、急増する知的障害のある生徒の受け

入れ環境を整備するため、旧氷川高校に、仮

称でございますが、県单高等支援学校を整備

し、平成33年度の開校を目指します。 

 次に、債務負担行為の設定でございます。 

 仮称でございますが、東部支援学校整備事

業など５件について、債務負担行為を設定す

るものでございます。 

 続きまして、条例等議案でございますが、

議案第69号につきましては、熊本県教育委員

会の権限に属する事務処理の特例に関する条

例の一部改正に係るものでございます。 

 次に、議案第70号につきましては、熊本県
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市町村立学校職員の給与に関する条例等の一

部改正に係るものでございます。 

 また、議案第78号につきましては、熊本県

育英資金貸与金債権の放棄に係るものでござ

います。 

 以上が今議会に提案申し上げております議

案等の概要でございます。 

 詳細につきましては、担当課長からそれぞ

れ御説明申し上げますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○田村教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 上段の教育委員会費でございますが、

1,042万4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １、委員報酬、(1)の教育委員会委員報酬

等は、教育委員５人の報酬でございます。 

 ２の委員会運営費、(1)の運営費につきま

しては、教育委員会の運営費でございます。 

 下段の事務局費でございますが、４億

4,475万3,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １、事務局運営費等、(1)の熊本県教育情

報化推進事業は、県立学校の生徒用授業用パ

ソコンのリースなど、学校における教育の情

報化の推進に要する経費でございます。 

 (3)の県立学校校務情報化推進事業は、県

立学校で教職員が使用します校務用パソコン

のリースなどに要する経費でございます。 

 (4)の熊本地震被災生徒就学支援事業は、

熊本地震で被災しました公立専修学校生徒に

授業料等の減免を行う市に対する助成に要す

る経費でございます。 

 (5)の熊本地震に係る都道府県派遣職員関

係経費につきましては、熊本地震に伴い、他

都道府県から県教育委員会事務局への派遣職

員の受け入れに要する経費でございます。 

 なお、事務局費につきましては、本年度予

算と比較して約3,800万円余の増となってお

りますが、これは(3)の県立学校校務情報化

推進事業で、これまで備品として整備してお

りましたパソコンが耐用年数を経過したた

め、リースに切りかえることに伴い、パソコ

ンのリース費用等が増加したことによるもの

でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 上段の教職員人事費でございますが、２億

571万7,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の教職員住宅建設事業費、(1)の教職員

住宅建設償還金及び財産処分費は、平成13年

度までに建設いたしました教職員住宅の公立

学校共済組合の償還金及び廃止住宅の処分に

要する経費でございます。 

 ３、教職員福利厚生事業費、(1)の教職員

福利厚生事業は、教職員の人間ドックなどを

行う公立学校共済組合熊本支部への助成に要

する経費でございます。 

 下段の教育センター費でございますが、１

億4,872万円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １、管理運営費、(1)の管理運営費は、教

育センターの維持管理及び運営に要する経費

でございます。 

 ３、研修事業費、(1)の研修事業は、教職

員を対象とした研修に要する経費でございま

す。 

 ４ページをお願いいたします。 

 (3)の防災教育事業は、新規事業でござい

ますが、防災教育を推進する人材を育成する

ための研修に要する経費でございます。 

 (4)、(5)の初任者研修は、県立小中学校の

初任者研修に参加する職員の旅費及び代替教

員の人件費でございます。 
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 ４、施設設備整備費、(1)の教育センター

施設整備事業は、教育センターの本館トイレ

改修に係ります設計委託に要する費用でござ

います。 

 中段の教育施設災害復旧費でございます

が、１億6,321万1,000円を計上しておりま

す。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １、教育施設災害復旧費、(1)の教育セン

ター災害復旧事業は、熊本地震により被災し

ました教育センター理科棟の災害復旧に要す

る経費でございます。 

 最後に、恩給及び退職年金費でございます

が、１億3,024万7,000円を計上しておりま

す。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １、恩給及び退職年金費、(1)の恩給及び

退職年金費は、昭和37年11月30日以前に退職

した教育職員に対し恩給として、あるいはそ

の遺族に対し扶助料として支給しているもの

でございます。 

 以上、総額11億307万2,000円を計上してお

ります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料は、５ページをお願いいたしま

す。 

 各事業の説明に先立ちまして、今回計上し

ております教職員の給与費につきまして、各

課に共通する事項でございますので、一括し

て学校人事課のほうで御説明させていただき

ます。 

 上段の事務局費の右側説明欄をごらんくだ

さい。 

 １、職員給与費につきまして、職員の給与

について、平成29年１月１日現在の職員に係

る給与費から、定年退職者等を除き、新規採

用者等の見込み額を加えたもので算定し、計

上いたしております。 

 以下、学校人事課の教職員給与費及び社会

教育課、文化課、施設課、体育保健課の職員

給与費につきましても同様でございますの

で、当課及び各課からの詳細な説明は省略さ

せていただきます。 

 それでは、学校人事課の各事業について御

説明いたします。 

 上段の事務局費につきましては、15億

8,485万9,000円を計上いたしております。 

 右側説明欄の１、職員給与費及び３、退職

手当は、事務局職員に係る給与費等でござい

ますが、２、事務局運営費等の(1)派遣職員

関係経費(学校分)は、平成28年熊本地震に対

し、他都道府県から小学校及び中学校に派遣

教職員を受け入れるための宿舎借り上げ等に

要する経費でございます。 

 次に、下段の教職員人事費につきまして

は、130億1,512万6,000円を計上しておりま

す。 

 まず、比較の欄をごらんください。 

 前年度と比較いたしまして、36億3,200万

円余の減額となっております。これは、地方

分権改革の第４次一括法に基づき、平成29年

４月１日をもって、政令指定都市であります

熊本市の小中学校教職員、いわゆる県費負担

教職員の給与負担等が、県から熊本市に移譲

されることに伴い、右側説明欄の１、退職手

当を33億3,000万円余の減額、また、２、児

童手当も１億7,000万円余の減額と見込んだ

ことが大きな要因でございます。 

 なお、給与負担等の熊本市への権限移譲に

つきましては、後ほど御説明いたしますが、

関連する条例の改正をあわせて提案いたして

おります。 

 次に、教職員人事費の主なものといたしま

しては、３、管理運営費において、(2)小・

中学校非常勤講師配置事業につきましては、

小学校専科教員の充実等を図るために非常勤

講師を配置するものであり、(4)の県立学校
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技師欠員等補充配置費は、技師の欠員や育休

等の補充のための臨時職員の配置に要する経

費でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 右側の説明欄でございますが、(6)の就学

支援金交付等事業は、就学支援金の支給及び

授業料の徴収に要する経費であり、(8)の教

職員人材育成事業は、事務職員に対する経験

年数別の研修や学校現場の実務指導など、教

職員の人材育成及び資質向上を図るものでご

ざいます。 

 下段の教職員費では、小学校分として383

億5,337万8,000円を計上しております。 

 また、次ページ、７ページの１段目の教職

員費では、中学校分として223億3,641万円を

計上しております。 

 小学校、中学校、いずれも教職員の給与費

及び旅費を計上いたしております。 

 なお、前年度と比較して、小学校が203億

5,100万円余、中学校が115億9,000万円余の

減額となっていますが、これも熊本市への給

与負担等の移譲に伴い減額と見込んだもので

ございます。 

 ２段目の教育振興費では、県立中学校３校

の運営費として2,660万4,000円を計上してお

ります。 

 ３段目の高等学校総務費では、高等学校教

職員の給与費及び学校運営費として250億

7,221万2,000円を計上しております。 

 次に、４段目の全日制高等学校管理費では

13億8,962万8,000円、５段目の定時制高等学

校管理費では2,445万2,000円を計上しており

ます。 

 また、次ページをお願いいたします。 

 ８ページ上段の通信教育費では、471万

8,000円を計上いたしております。 

 いずれも、通信制高等学校の運営費及び教

職員の旅費を計上しております。 

 次に、下段の特別支援学校費では、特別支

援学校教職員の給与費、学校運営費及び就学

奨励費として94億1,362万円を計上いたして

おります。 

 以上、総額で1,112億2,100万7,000円を計

上いたしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○河村社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 社会教育総務費でございますが、６億

8,374万9,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主な事業について御説明いたします。 

 ２の地域・家庭教育力活性化推進事業費の

うち、(1)の「親の学び」推進事業は、保護

者の相談機会の充実や系統的な学習プログラ

ムの普及啓発等に要する経費でございます。 

 (3)の放課後子供教室推進事業は、放課後

等の子供たちに対して、学校の余裕教室等を

活用し、地域の方々の参画を得て、学習やさ

まざまな交流、体験活動の機会を提供する場

づくりのための経費でございます。 

 (6)の地域と協力した学力向上プロジェク

トは、さまざまな事情により学習のおくれや

学習習慣が十分に身についていないなどの状

況が見受けられる小学生、中学生の学力向上

を図るため、教員ＯＢや大学生等地域の人材

を活用して、放課後や土日、夏休みなどに学

びの機会、地域未来塾を提供する経費でござ

います。 

 10ページをお願いいたします。 

 (8)の学校を核とした地域の教育力強化事

業は、学校と地域の連携、協働による教育活

動の体制づくりを推進するために、統括コー

ディネーターの配置、学校支援地域本部並び

に家庭教育支援の補助及び体験活動ボランテ

ィア派遣等を実施する経費でございます。 

 (9)の被災地域の教育力向上プロジェクト

は、新規事業でございまして、熊本地震によ

り甚大な被害を受けた地域で、学校、家庭、
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地域の連携、協働により適切な地域学校協働

活動を行うことによる子供たちの心のケアな

どへの効果について調査研究を実施する経費

でございます。 

 ４の社会教育諸費のうち、(3)の地域人権

教育指導員設置費補助は、地域における人権

教育の推進のため、地域人権教育指導員を設

置する市町村に対して助成を行うものでござ

います。 

 (4)の県生涯学習推進センター運営事業

は、県民カレッジや生涯学習フェスティバル

の開催等、生涯学習推進センターの運営に要

する経費でございます。 

 (5)の青尐年教育施設管理運営費は、天草

青年の家など県立青尐年の家４施設の管理運

営について、指定管理者への委託に要する経

費でございます。 

 続きまして、11ページをお願いいたしま

す。 

 11ページ上段でございます。 

 社会教育施設災害復旧費でございますが、

6,162万円を計上しております。 

 主な事業について御説明いたします。 

 １の社会教育施設災害復旧費のうち、(1)

の青尐年教育施設災害復旧事業は、昨年６月

の豪雤で崩落した豊野尐年自然の家ののり面

等の復旧に要する経費でございます。 

 (2)の公立社会教育施設災害復旧指導監督

事務費は、公立社会教育施設の災害復旧に係

る国との連絡及び市町村に対する指導、調

査、検査等に要する経費でございます。 

 下段をお願いいたします。 

 図書館費でございますが、３億5,098万

8,000円を計上しております。 

 主な事業について御説明いたします。 

 ２の管理運営費のうち、(1)の管理運営費

は、県立図書館の施設設備の維持補修や図書

の購入等、県立図書館の管理運営全般に要す

る経費でございます。 

 ３の事業費のうち、(2)のくまもと文学・

歴史館の運営及び充実は、くまもと文学・歴

史館における展示会の企画、広報及び実施、

関連講座の開催等の事業運営に要する経費で

ございます。 

 以上、総額10億9,635万7,000円を計上して

おります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○平井文化課長 文化課でございます。 

 説明資料の12ページをお願いします。 

 文化費でございますが、18億7,196万4,000

円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。主なもの

を御説明いたします。 

 ２の文化振興費の(2)の美術館分館管理運

営費は、県立美術館分館の管理運営を指定管

理者へ委託する経費でございます。 

 (3)の日本遺産による文化財群魅力発信支

援事業は、文化財を活用し地域活性化を図る

国の日本遺産魅力発信推進事業に取り組む人

吉・球磨地域や日本遺産認定を目指している

菊池川流域の取り組みの支援などに要する経

費でございます。 

 ３の文化財調査費の(2)の埋蔵文化財発掘

調査(受託)は、国道57号北側復旧ルートなど

の国等の公共事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

に要する経費でございます。 

 ４の文化財保存管理費の(4)の装飾古墳館

関係経費は、県立装飾古墳館の管理運営等に

要する経費でございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 (5)の鞠智城関係経費は、鞠智城跡の管理

運営や特別史跡指定に向けた経費でございま

す。 

 ５の平成28年熊本地震被災文化財等復旧復

興基金積立金でございますが、これは、平成

29年度に文化財復旧のために寄せられる見込

みの寄附金を積み立てるものでございます。 

 既に、今年度９月補正で８億1,293万6,000

円、２月補正で18億992万1,000円を積み立て



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成29年３月13日) 

 - 13 - 

ております。今回さらに５億円を積み立てる

ものでございます。 

 下段をお願いいたします。 

 美術館費でございますが、４億9,738万

9,000円を計上いたしております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 ２の(1)の管理運営費は、県立美術館本館

の管理運営に要する経費でございます。 

 ４の(1)の展覧会事業費は、県立美術館が

行う企画展、共催展及び巡回展に要する経費

でございます。 

 ５の(1)の県立美術館本館改修整備事業

は、良好な展示保管環境を確保するため、老

朽化した施設設備の改修を行うもので、平成

29年度は、収蔵庫空調電気設備、展示室の壁

紙更新、屋内排水改修等の工事を行うもので

ございます。 

 ６の(1)の細川コレクション永青文庫推進

事業は、展覧会の開催、永青文庫所蔵の美術

品や古文書等の調査研究及び修復に要する経

費でございます。 

 続きまして、説明資料の14ページをお願い

いたします。 

 教育施設災害復旧費でございますが、16億

1,438万2,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の教育施設災害復旧費の(2)の美術館本

館災害復旧費は、平成28年熊本地震により被

災した美術館本館展示室の照明器具の修理及

びＬＥＤ化の工事及び美術品修復のために必

要な経費でございます。 

 ２の社会教育施設災害復旧費の(1)の文化

財災害復旧事業は、平成28年熊本地震により

被災した文化財の災害復旧をするために必要

な費用でございます。 

 現行の補助制度による国・県指定登録文化

財への補助及び平成28年熊本地震被災文化財

等復旧復興基金を活用しまして、民間所有者

負担の軽減を図るものでございます。 

 国・県指定文化財及び未指定の歴史的建造

物を対象に、現行の補助制度適用後に残る民

間所有者負担の２分の１から３分の２を補助

するために必要な経費を計上いたしておりま

す。 

 以上、総額39億8,373万5,000円を計上して

おります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○西川施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の15ページをお願いします。 

 １段目の事務局費でございますが、442万

6,000円を計上しております。 

 これは、公立学校施設の指導監督に要する

経費でございます。 

 ３段目の全日制高等学校管理費でございま

すが、１億3,767万1,000円を計上しておりま

す。 

 これは、県立学校の維持管理に要する経費

でございます。 

 ４段目の学校建設費でございますが、22億

9,059万9,000円を計上しております。 

 説明欄の１の(1)校舎新・増改築事業は、

熊本工業高校の実習棟改築事業の設計委託料

及び第１期実習棟改築工事に必要な仮設駐輪

場の設置などの工事費でございます。 

 (2)は、県立高等学校の施設改修に要する

経費であり、(3)は、電子入札システム等の

運営に要する経費でございます。 

 ５段目の特別支援学校費でございますが、

５億6,905万8,000円を計上しております。 

 説明欄の１の(1)は、特別支援学校の維持

管理に要する経費であり、(2)は、特別支援

学校の施設改修に要する経費でございます。 

 続きまして、説明資料の16ページをお願い

します。 

 上段の教育施設災害復旧費でございます

が、２億8,540万6,000円を計上しておりま

す。 

 説明欄の１の(1)は、公立文教施設災害復

旧指導監督事務費でございまして、(2)県立
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学校施設災害復旧事業は、熊本高校管理棟特

別教室棟外改修工事及び第二高校管理棟外改

築工事に係る工事費と、その２校の仮設校舎

設置に要する経費でございます。 

 以上、総額32億8,736万4,000円を計上して

おります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○牛田高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の16ページをお願いいたします。 

 下段の事務局費でございますが、4,073万

3,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の事務局運営費等の(1)県立高等学校教

育整備推進事業は、高等学校再編整備の推進

等に要する経費でございます。 

 (2)新設高等学校等教育環境整備事業は、

高等学校再編・統合に伴う諸経費や開校記念

式典等に要する経費でございます。 

 (3)県立高校魅力創造発信事業は、高等学

校再編・統合に伴う新設高校等の活性化に向

けた検討組織の運営及び広報等に要する経費

でございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 教育指導費は、６億2,952万8,000円を計上

しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の指導行政事務費の(1)通学支援事業

は、高等学校再編・統合に伴う通学支援等に

要する経費でございます。 

 (3)高等学校等通学支援事業(熊本地震対応

分)は、熊本地震により通学困難となった生

徒のための通学支援に要する経費でございま

す。 

 ２の学校教育指導費の(1)高校生キャリア

サポート事業は、高校生の就職のための求人

開拓や就職相談を行うキャリアサポーターや

工業高校生の県内就職支援を行う仕事コーデ

ィネーターの配置に要する経費でございま

す。 

 (3)スーパーグローバルハイスクール推進

事業は、グローバル人材の育成を図る国の事

業を活用した先進的教育課程の開発や実践等

に要する経費でございます。 

 (4)スーパー・プロフェッショナル・ハイ

スクール事業は、専門的職業人の育成を図る

国の事業を活用した教育課程の開発や実践等

に要する経費でございまして、今年度指定を

受けている单稜高校に加えて、新たな学校の

指定を目指しております。 

 (5)コミュニティ・スクール推進事業は、

学校、家庭及び地域が一体となってよりよい

教育を目指すコミュニティ・スクールを、平

成28年度から導入を準備している県立高校２

校のほかに、熊本地震の経験を踏まえ、全て

の県立高校へ防災を中心としたコミュニテ

ィ・スクール導入を進めるための経費でござ

います。 

 (6)専門高校生による海外インターンシッ

プ事業は、専門高校生が海外の企業等でのイ

ンターンシップ・企業研修等に要する経費で

ございまして、国際的な感覚と広い視野を持

って本県に定着し、地元産業界の発展に寄与

する人材の育成を目指しております。 

 (7)くまもと未来への復興人材育成事業

は、新規事業でございまして、復興人材の育

成に向け、専門高校生を被災地に派遣して行

う実践学習に要する経費でございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 ３の児童生徒の健全育成費の(2)県立学校

いじめ・不登校等対策事業は、分校を含めた

県内全ての県立高校へのスクールカウンセラ

ーの配置及び県内５拠点校へのスクールソー

シャルワーカーの配置に要する経費でござい

ます。 

 (4)県立中・高等学校スクールカウンセラ

ー等活用事業は、熊本地震で被災した県立学

校の児童生徒の心のケア等を行うスクールカ

ウンセラー等の配置、派遣に要する経費でご
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ざいます。 

 中段の中学校費の教育振興費は、173万

4,000円を計上しております。 

 これは、右側の説明欄のとおり、県立中学

校の入学者選抜に要する経費でございます。 

 下段の高等学校総務費は、1,214万7,000円

を計上しております。 

 これは、右側の説明欄のとおり、県立高等

学校の入学者選抜に要する経費でございま

す。 

 19ページをお願いいたします。 

 高等学校費の教育振興費は、14億1,923万

7,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)理科教育等設備費は、県立高等学

校における理科・数学教育のための設備整備

に要する経費でございます。 

 ２、３、４は、定時制、通信制の生徒に対

する経費でございます。 

 ５の(1)奨学のための給付金事業は、経済

的理由で就学困難な公立高等学校の高校生に

対する給付金の支給に要する経費でございま

す。 

 ６の産業教育設備費の(2)実習船熊本丸代

船建造事業は、平成29年度で竣工から19年目

を迎える「熊本丸」の代船建造に要する経費

でございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 １段目の学校建設費は、３億6,341万7,000

円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)県立高等学校再編・統合施設整備

事業は、高等学校再編・統合に伴う施設整備

に要する経費でございます。 

 ２段目の保健体育総務費は、675万9,000円

を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の学校保健給食振興費の(1)定時制高等

学校夜食費は、県立高等学校定時制課程の生

徒への夜食給与に要する経費でございます。 

 ３段目の県立高等学校実習資金特別会計繰

出金は、4,313万5,000円を計上しておりま

す。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)県立高等学校実習資金特会繰出金

は、一般会計から県立高等学校実習資金特別

会計の水産高等学校費へ繰り出すものでござ

います。 

 ４段目の育英資金等貸与特別会計繰出金

は、7,028万4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)育英資金等貸与特会繰出金は、一

般会計から熊本県育英資金等貸与特別会計の

育英資金貸付金被災特例枠へ繰り出すもので

ございます。 

 以上、一般会計は、総額25億8,697万4,000

円を計上しております。 

 続きまして、説明資料の21ページをお願い

いたします。 

 特別会計について御説明いたします。 

 まず、熊本県立高等学校実習資金特別会計

でございます。 

 上段の農業高等学校費は、２億1,895万

4,000円を計上しております。 

 これは、右側説明欄のとおり、農業関係高

等学校11校の実習運営に要する経費でござい

ます。 

 下段の水産高等学校費は、7,463万7,000円

を計上しております。 

 これは、右側の説明欄のとおり、水産関係

高等学校における実習船及び実習運営に要す

る経費でございます。 

 続きまして、説明資料22ページをお願いい

たします。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計でございま

す。 

 育英資金等貸付金は、14億8,930万3,000円

を計上しております。 

 主なものとしましては、右側説明欄のとお

り、１の貸付金で、高校生等に対する奨学金
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の貸与に要する経費でございます。 

 以上、一般会計、特別会計合わせまして、

総額43億6,986万8,000円を計上しておりま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○坂梨義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 説明資料の23ページをお願いします。 

 教育指導費でございますが、５億158万

1,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の指導行政事務費の(1)指導行政事務費

でございますが、これは、教科書選定給付・

文部科学省所管事業説明会への参加及び各学

校の校内研修等への指導主事派遣に要する経

費でございます。 

 次に、２の学校教育指導費でございます

が、主なものとしましては、まず、(2)学力

向上対策事業でございます。 

 これは、教職員研修会や県学力調査の開

発、実施等に要する経費でございます。 

 (4)道徳教育総合支援事業でございます

が、これは、郷土資料「熊本の心」の活用を

推進するための放送番組の作成及び熊本地震

関連の副読本の作成に要する経費でございま

す。 

 (5)日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥後っ

子」推進事業でございますが、これは、小学

５年生が水俣市へ訪問学習する際の市町村へ

の助成でございます。 

 (7)熊本地震被災児童生徒就学支援事業で

ございますが、これは、熊本地震により被災

した児童生徒に就学支援する市町村への助成

でございます。 

 続きまして、24ページをお願いします。 

 ３の教員研修費でございますが、主なもの

としましては、(2)指導改善研修事業でござ

います。 

 これは、指導が不適切な教諭等に対する研

修に要する経費でございます。 

 次に、４の児童生徒の健全育成費でござい

ますが、主なものとしましては、まず、(1)

外部専門家による学校支援充実事業でござい

ます。 

 これは、いじめ、不登校等の積極的予防と

解消を図るためのスクールカウンセラー及び

スクールソーシャルワーカー等の配置、派遣

に要する経費でございます。 

 (3)小・中学校スクールカウンセラー等派

遣事業でございますが、これは、熊本地震に

より被災した児童生徒の心のケア等を行うス

クールカウンセラー等の配置、派遣に要する

経費でございます。 

 以上、総額５億158万1,000円を計上してお

ります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○藤田特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の25ページをお願いします。 

 まず、教育指導費でございますが、１億

115万4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主な事業について御説明いたします。 

 １の指導行政事務費の(1)特別支援学校通

学支援事業でございますが、これは、平成28

年熊本地震により通学困難となった特別支援

学校の生徒のための通学支援に要する経費で

ございます。 

 次に、２の学校教育指導費の(4)ほほえみ

スクールライフ支援事業でございますが、特

別支援学校に在籍する児童生徒に医療的ケア

を実施する医療機関との委託契約及び人工呼

吸器の管理等のために看護師を派遣する事業

者への補助等に要する経費でございます。 

 (6)発達障がい等支援事業は、発達障害等

に対する理解促進や支援の充実に要する経費

でございまして、小学校及び高等学校の全て

の教員を対象とする研修の実施や、高等学校
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における特別支援教育の校内支援体制づくり

及び教職員への指導、助言を行う合理的配慮

協力員の配置等を予定しております。 

 (7)コミュニティ・スクール推進事業でご

ざいますが、一部新規事業でございまして、

今回の熊本地震の経験を踏まえ、地域と一体

となった災害時の支援体制の構築を図るた

め、特別支援学校全校へ防災型のコミュニテ

ィ・スクールを導入する経費を計上しており

ます。 

 次に、26ページをお願いします。 

 特別支援学校費でございますが、13億

2,231万9,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の施設整備費の(1)特別支援教育環境整

備事業でございますが、これは特別支援学校

施設の整備に要する経費でございます。 

 具体的には、整備計画に基づき、急増する

高等部への入学希望生徒受け入れや軽度知的

障害のある生徒のニーズに対応するため、仮

称ですが、東部支援学校の平成31年度開校に

向けて、実施設計及び工事に着手するために

必要な経費でございます。 

 また、旧氷川高校を活用した、これも仮称

ですが、県单高等支援学校の平成33年度開校

に向けて、設計等に必要な経費を計上してお

ります。 

 ３の学校運営費の(1)県立特別支援学校管

理運営費は、特別支援学校高等部分教室及び

熊本かがやきの森支援学校の運営に要する経

費でございます。 

 以上、総額14億2,347万3,000円を計上して

おります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○古澤人権同和教育課長 人権同和教育課で

ございます。 

 説明資料の27ページをお願いいたします。 

 まず、上段の教育指導費でございますが、

622万8,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の学校教育指導費でございますが、これ

は、(2)の人権教育に係る教職員の指導力の

向上を図るための各種人権教育研修事業と学

校教育における人権教育推進に要する経費を

計上しております。 

 次に、中段の教育振興費でございますが、

2,277万2,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の(1)高等学校等進学奨励事業でござい

ますが、地域改善対策奨学資金は、昭和44年

から始まり、貸与時に国から３分の２の補助

を受けておりますので、奨学生からの返還金

のうち、国庫補助相当分を国へ償還する必要

があります。その償還金及び未収金回収のた

めの非常勤職員の任用等に要する経費を計上

しております。 

 なお、地対財特法の失効に伴う経過措置を

経て、平成17年度で貸付金の支給は終了して

おります。 

 次に、下段の社会教育総務費でございます

が、1,309万8,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の人権教育振興費でございますが、(1)

の熊本県子ども人権フェスティバルの運営及

び(2)の人権教育関係団体への事業費補助と

社会教育における人権教育推進に要する経費

を計上しております。 

 以上、総額4,209万8,000円を計上しており

ます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○平田体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の28ページをお願いいたします。 

 保健体育総務費でございますが、５億379

万9,000円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主なものといたしまして、２の学校保健給

食振興費の(1)県立学校における健康診断
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は、県立学校児童生徒及び教職員の健康診断

に要する経費、(2)日本スポーツ振興センタ

ー事業は、学校管理下で児童生徒に災害が発

生した場合の災害共済給付に要する経費、

(4)防災教育推進事業及び(5)防災教育を中心

とした実践的安全教育総合支援事業は、防災

教育の推進に要する経費でございます。 

 説明資料の29ページをお願いいたします。 

 体育振興費として、３億734万8,000円を計

上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 主なものとしまして、１の学校体育振興費

の(1)児童生徒のスポーツ環境整備事業は、

小学校の運動部活の社会体育への移行等を推

進する市町村に対する助成、(2)全国中学校

体育大会開催運営費補助は、平成29年度に本

県で開催される全国中学校体育大会(陸上競

技、サッカー競技)を開催運営する実行委員

会に対する助成でございます。 

 (3)と(4)は、新規事業でございます。 

 (3)平成31年度全国高等学校総合体育大会

開催準備経費は、平成31年度に本県で開催さ

れる全国高等学校総合体育大会の準備委員会

の設置等に要する経費、(4)九州地区学校体

育研究発表大会補助事業は、大会を開催運営

する実行委員会に対する助成でございます。 

 次に、２、社会体育振興費でございます

が、(1)2020東京オリンピック選手育成事業

は、2020年の東京オリンピックに出場可能性

のある県内選手の遠征費などの育成・強化に

対する助成でございます。 

 (2)から(5)は、国民体育大会と九州地区国

民体育大会に要する経費と競技力向上への取

り組みに対する経費でございます。 

 続きまして、説明資料の30ページ上段をお

願いいたします。 

 体育施設費として、７億7,828万6,000円を

計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の県営体育施設管理費の(1)から(5)は、

藤崎台県営野球場を初め、県営体育施設６施

設の指定管理者への管理委託等に要する経費

でございます。 

 ２の県営体育施設整備費は、主なものとい

たしまして、(1)熊本県・市町村体育施設等

予約システム運営事業は、体育施設等予約シ

ステムの運用に要する経費、(2)武道関連施

設調査検討事業は、武道関連施設のあり方に

ついての調査検討に要する経費でございま

す。 

 続きまして、下段をお願いいたします。 

 教育施設災害復旧費として、7,662万8,000

円を計上しております。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 １の教育施設災害復旧費の(1)公立体育施

設災害復旧指導監督事務費は、公立社会教育

施設の災害復旧に係る国との連絡及び市町村

に対する指導、調査、検査等に要する経費で

ございます。 

 ２の社会教育施設災害復旧費の(1)県営体

育施設災害復旧事業は、平成28年熊本地震に

より被災した県営体育施設の災害復旧に要す

る経費でございます。 

 以上、総額16億6,606万1,000円を計上して

おります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○西川施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の31ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 上段の１段目が、熊本高校管理棟特別教室

棟外改修工事でございまして、２段目が、第

二高校管理棟外改修工事でございます。 

 いずれも、約15カ月程度の工期を確保する

必要があるため、熊本高校管理棟特別教室棟

外改修工事で１億4,291万3,000円を、また、

第二高校管理棟外改築工事で７億9,894万

9,000円を、それぞれ計上しております。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○牛田高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の31ページ下段をお願いいたしま

す。 

 実習船熊本丸代船建造事業に係る債務負担

行為の設定でございます。 

 これは、実習船「熊本丸」代船建造に係る

経費で、工期を15カ月程度確保する必要があ

るため、15億5,968万5,000円を計上しており

ます。 

 次に、県立高等学校再編・統合施設整備事

業に係る債務負担行為の設定でございます。 

 これは、球磨地区新設高等学校施設整備に

係る工事のうち、单稜高校の食品科学科実習

棟を改築するもので、工期を17カ月程度確保

する必要があるため、３億4,337万円を計上

しております。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○藤田特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の32ページをお願いします。 

 仮称ですが、東部支援学校の整備事業に係

る債務負担行為の設定でございます。 

 これは、東部支援学校の整備に係る費用

で、新築工事について約19カ月間程度を確保

する必要があり、また、新設校とあわせて整

備する盲学校及び熊本聾学校の寄宿舎等につ

いても、解体、建設、移転の各期間をそれぞ

れ確保する必要があるため、34億5,498万

9,000円を計上しております。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 説明資料は、34ページをお願いいたしま

す。 

 第69号議案といたしまして、熊本県教育委

員会の権限に属する事務処理の特例に関する

条例の一部を改正する条例の制定について提

案をいたしております。 

 概要につきまして、35ページをごらん願い

ます。 

 １、改正の必要性としまして、平成26年６

月４日に公布されました、いわゆる地方分権

改革の第４次一括法、地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行によりまし

て、市町村立学校職員給与負担法等の一部改

正につきまして、施行日が平成29年４月１日

に定められたことに伴い、関係規定を整理す

るものでございます。 

 ２、改正の主な内容についてですが、法の

施行により、市町村立学校職員給与負担法第

１条に規定します職員には政令指定都市の教

職員を含まないこととされ、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の第58条、政令指

定都市に関する特例の規定でございますが、

この規定が削除されることから、条例の第２

条、市町村が処理する事務の範囲等につきま

して、条文上の整理を行うものであります。 

 ３、施行日につきましては、法の施行日に

合わせまして、平成29年４月１日といたして

おります。 

 次に、説明資料の36ページをお願いいたし

ます。 

 第70号議案といたしまして、熊本県市町村

立学校職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について提案いたしており

ます。 

 概要につきましては、ページをおめくりい

ただきまして、38ページをごらんください。 

 改正の必要性といたしまして、学校教育法

が改正されまして、小学校から中学校までの

義務教育を一貫して行う義務教育学校が制度

化されておりますが、阿蘇郡高森町において

義務教育学校が設置されることなどに伴いま
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して、関係条例の規定を整備するものでござ

います。 

 ２、改正の主な内容といたしましては、

(1)といたしまして、熊本県市町村立学校職

員の給与に関する条例など６条例につきまし

て、義務教育学校が設置されることに伴う所

要の規定の整備を行うとともに、(2)といた

しまして、その他規定の整備を行うものでご

ざいます。 

 ３、施行日といたしましては、高森町にお

いて義務教育学校が設置される平成29年４月

１日といたしておりますが、２の(2)に関し

ましては、公布の日から施行することにいた

しております。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○牛田高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 資料の40ページをお願いいたします。 

 第78号議案として、権利の放棄について提

案しています。 

 これは、育英資金貸与金債権のうち、貸与

の相手方と連帯保証人の破産及び貸与の相手

方の行方不明により、今後回収の見込みがな

い２件について、地方自治法第96条の規定に

より、権利の放棄の議決をお願いするもので

ございます。 

 放棄する権利は、２件の合計で、未償還元

金76万9,000円、延滞利息167万1,870円でご

ざいます。 

 この２件については、貸与の相手方と連帯

保証人のそれぞれに、文書催告、訪問催告に

より貸与金の回収努力を行ってまいりました

が、破産法による免責許可決定が確定したこ

とや行方不明により消滅時効の10年が経過し

たことから、今後貸与金の回収の見込みがな

いと判断し、権利の放棄の議決をお願いする

ものでございます。 

 以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案について質疑を受けた

と思います。 

 なお、質疑を受けた課は、課名を言って座

ったまま説明をしてください。 

 質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 警察本部のほうにちょっと

確認をさせていただきます。 

 10ページなんですけれども、熊本北合志警

察署の新設について、ちょっと確認をさせて

いただきます。 

 この名称に関しては、さまざま地元から要

望があっていたと記憶をしております。 

 当然、政令市誕生に伴って新警察署をつく

るということで、熊本市民の側のほうは、北

区という地域にできることから、今北署もあ

りますけれども、北署の名前を北区のほうに

北署と持ってこれないかと。また、当然、今

現在の北署は、中央署というか、そういう形

で大体想定をされて考えられたと思います。 

 また、あわせて、大津署から合志を所管を

するという、今回新しいところがなったもの

ですから、合志の方は、合志を所管するとい

う名前にもこだわるというような形で、相当

な要望があったというふうに記憶をしており

ます。 

 そこで、警察署の名前の場合に、私の知り

得る限りでは、よく地域とか地名、例えば荒

尾署とか玉名署とか、私は出身が牛深市で、

牛深署とか、そういうふうな、その地域名で

今まであらわされてきたというように認識し

ております。 

 ただ、合併のときは、例えば本渡署があっ

たのが天草署としたとか、大矢野署が上天草

市になったから上天草署にしたというような

経緯はあるんですけれども、今回、北と合志

という名前を２つするというのは、なかなか
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こういうのは今まで県警本部でもなかったん

じゃないかと。 

 あえてこういう名前にしたという、もう一

回その理由といいますか、そうしたほうがい

いというような理由をもう一回確認させてい

ただきたいと思います。とりあえず、そこを

まず最初に。 

 

○森川警務部長 警務部長でございます。 

 ただいまお尋ねいただきました新署の名称

を熊本北合志警察署とさせていただいた理由

について御説明いたしたいと思います。 

 まず、警察署の名称につきましては、警察

法施行令という政令の第５条第１号に基準が

定められておりまして、これに従って決定を

する必要がございます。 

 基本的には、先生御指摘のとおり、管轄区

域内の主要な市区町村の名称１つを用いるこ

ととされております。しかしながら、これに

は例外も認められております。 

 具体的には、管轄区域内に重要な市区町村

が２つ以上あり、１つの市区町村の名称によ

りがたい場合など、特別の事情がある場合に

は、例えば郡や部落の名称を用いること、ま

た、市区町村の名称の下に方位を加えること

など、他の方法によることも認められており

ます。 

 このように、警察署の名称につきまして、

政令で全国統一の基準が設けられております

のは、全国の警察署の名称が管轄区域をわか

りやすく示したものとなるようにするためで

あります。 

 新署は、御案内のとおり、熊本市北区と合

志市という２つの市区町村を管轄するもので

ありますので、警察法施行令の規定の趣旨を

踏まえまして、その管轄区域を端的にわかり

やすく示すため、熊本北合志警察署という名

称にさせていただいたところであります。 

 このような名称とすることによりまして、

利用者である住民の方々の利便性も向上し、

ひいては警察の能率的な運営にも資するもの

ではないかと考えております。 

 また、熊本市北区と合志市の人口の動態に

ついて見てみますと、平成24年から平成28年

までの４年間で、熊本市北区の人口が1,707

人減尐しているのに対しまして、合志市の人

口は2,055人増加しているところでありま

す。 

 さらに、国立社会保障・人口問題研究所の

推計によりますと、合志市は、2040年には、

熊本市、八代市に次いで、県内第３位の人口

を有する自治体となることも予想をされてお

ります。 

 以上を踏まえますと、将来的には、熊本市

北区と合志市の人口は近接していく可能性が

あると見込まれているところであります。 

 これらにも加えまして、合志という地名の

歴史も極めて古く、およそ1,300年の長きに

わたって継承されてきたものでありまして、

県民の皆様にも深く浸透しているものと思い

ます。 

 このため、県警察といたしましては、これ

らの諸事情に鑑みまして、警察法施行令に規

定するところの２以上の市区町村を管轄する

場合であって、１つの市区町村の名称により

がたい特別の事情がある場合に該当するもの

と判断し、新署の名称を熊本北合志警察署と

したところであります。 

 

○城下広作委員 丁寧な説明で、いわゆる何

といいますか、基準なしで勝手にやったとい

うことではないということはよくわかりまし

た。 

 ただ、今その説明を、例えば最近、特に北

区側の連合会の関係の方が、非常にこの問題

に関して、熱心にどうにかならないかという

ようなことの動きをやっておられたというの

も聞いております。 

 しかし、時期の問題も、それはちょっと私

はあるのかなと。もっと早い段階でというの
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もあると思うんですけれども、例えばこうい

う今の説明みたいな形を、いわゆる北署でや

ってもらいたい。 

 特に、熊本市側の住民の方、そういう方に

説明をする機会は、今まであったのでしょう

か。そういう今のような意味合いというか、

そういうことを説明し、ある程度御理解して

いただく機会なんていうのはあったのでしょ

うかということをちょっと確認したいと思い

ます。 

 

○森川警務部長 先生もただいま御指摘いた

だきましたとおり、平成27年には、熊本市北

区の校区自治協議会長の連名によりまして、

警察本部長宛てに要望書をいただきました

し、また、27年の12月には、熊本市議会か

ら、さらに、本年に入りまして、２月の８日

に、熊本市北区校区自治協議会連合会から

も、それぞれ警察本部長宛てに要望書をいた

だいております。 

 これまでに御説明する機会があったのかと

のお尋ねでございますけれども、さらにさか

のぼりますと、平成25年に、警察署再編計画

を策定するに当たりまして、パブリックコメ

ントを実施しております。そのような形で、

熊本市北区、また、合志市、広いところから

の御意見を伺って名称を検討してまいりまし

た。 

 今般、この条例案を取りまとめて、熊本北

合志警察署という成案を得ましてから、北

区、合志市合わせまして、地域の関係の方々

には御説明をする機会を設けさせていただい

たというところであります。 

 

○城下広作委員 ぜひ、住民といいますか、

いろんな思いといいますか、特に熊本市の北

区内におられ、特にその周辺におられる方に

関しては、やはりその思いというのが結構強

いと思うんですね。ただ、いろいろと合志の

ほうからもそういう要望がいろいろあってい

たということと、先ほど言われたように、歴

史とか、人口のある意味では推移とか、いろ

んなことを考えておられますので、そういう

ことをしっかり今後説明する機会があれば、

丁寧により多くの方に話をしていって、さら

に理解を深めて、最終的には、新署というの

は期待が非常に高いわけでございますので、

協力関係が合致できるような形で頑張ってい

ただきたいと思います。そのことを強くまた

要望しておきたいと思います。 

 

○渕上陽一委員長 警察本部のほうに何かあ

りますか。 

 

○松田三郎委員 警察本部説明資料の７ペー

ジ。交通関係、後列も含めてですね。 

 よく議会のほうから、この委員会もそうで

ございますが、あと決算委員会でも、よく毎

年の信号機等々の設置については、恐らく各

県内の警察署を経由して、多くの信号の設置

の御要望がかなりたくさんある。予算の制

約、あるいは予算だけではなくて、警察本部

が考えられる交通の円滑化とか危険性とか、

そういうのを含めた判断とか、いろいろなこ

とを考慮して決めなければならない。 

 さらには、先ほど会計課長の御説明にも一

部ありましたように、道路が新設されたり、

大きい道路は、必ずまず優先してつけなけれ

ばならない、そういう事情もあるという話

は、いろいろな委員会等を通じてお聞きをい

たしております。 

 そこでまず、７番の交通安全施設費という

のが、約13億弱ですか、これ昨年度は、この

額は大体同じか近いかというのを教えていた

だきたい。 

 

○奥田交通部長 昨年度の交通安全施設費…

…。 

 

○松田三郎委員 違う、今年度というか、28
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年度ですね。済みません。 

 

○奥田交通部長 失礼しました。 

 28年度の交通安全施設整備事業費は、13億

4,500万円でございます。 

 

○松田三郎委員 ここにそれぞれ内訳があり

ますので、何も信号だけではなくて、道路標

識でありますとか、信号も、古くなったもの

の更新とか改良もいろいろやらなければなら

ないのも多いんだと思っております。 

 その中で、１つだけ、この当初予算の29年

度に向けてといいますか、この信号機の新設

というのは、今のところ大体何基分といいま

すか、これぐらいというのが積算がありまし

たら、数を教えていただきたい。 

 

○奥田交通部長 今年度の新設の事業予定

は、18基の予定でございます。 

 

○松田三郎委員 18ですか。これは、例年か

らするとどうですか。大体こんなもんなんで

すか。 

 

○奥田交通部長 昨年度は、23基程度でござ

いましたので、減ということになります。 

 

○松田三郎委員 私、冒頭言いましたよう

に、いろいろな御事情があろうかと思います

ので。 

 ただ、これは最後要望ですけれども、ま

ず、ここに設置してほしいというのは、恐ら

く住民の方は、最初は、近くの警察署に、あ

るいは市町村を通じて、あるいは自治会と

か、町内会とか、そういうところから御要望

があるんだと思っております。 

 中には、もちろんそこから警察本部・交通

部長に熱心に要望なさるところもあれば、も

しかすると、これ例えば18基ですから、どう

せ本部に言うたっちゃ、これだめだろうなと

いうので、一応何か書類だけ上げて、口頭で

言うというところの濃淡もあるんだと思いま

す。 

 ぜひ、結果的には、いろいろな制約で要望

にかなわないところがあるにしても、ぜひ、

部長のほうからでも、できるだけ要望は、広

く丁寧に拾って、しっかり自分のほうに要望

するように、それでふえ過ぎて、結果的に尐

なかったら、ちょっと期待を裏切ることにな

るかもしれませんが、途中で何か出すこと自

体をちゅうちょすると住民の方がそう思われ

る、あるいは警察署から本部に上げるのをち

ゅうちょする、そういうのがなくなるような

雰囲気をぜひつくっていただきたい。補正等

もありましたら、できるだけ多くの信号をつ

けていただくというのも、あわせて要望した

いと思います。 

 もう１ついいですか。済みません。 

 

○渕上陽一委員長 松田委員、どうぞ。 

 

○松田三郎委員 それと、ちょっとやっぱり

免許関係、交通関係になりますが、資料４ペ

ージの１の(1)認知症等々と。 

 たしか報道によりますと、きのうから改正

法が施行になったと。いろいろ、新聞、テレ

ビ等でも一部解説をなさっておられましたけ

れども、ちょっとざっくりお聞きしたいと。 

 免許の更新のときに、一定の年齢以上とか

の方には、まずは、簡易な認知症かどうかと

いうのを、免許センター等更新する場所で受

けていただいて、かなりその可能性が高いと

いう方には、専門家の検査を義務づけるとい

うようなことでしたかね。 

 

○田中交通企画課長 委員御指摘のとおり

に、３月12日から、道路交通法が改正されま

して、新たな高齢者対策の強化が図られてお

ります。 

 今御質問の内容によりますと、70歳以上の
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方が高齢者講習を受けていただいて、75歳以

上の方が免許更新のときに認知機能検査を受

けていただくこととなります。 

 その中で、第１分類というようなことで、

認知症の疑いがある方、また、第２分類とし

て、認知機能の低下のおそれがある方、第３

分類として、認知機能の低下のおそれがない

方というような分け方にして現在やっており

ます。 

 その中で、第１分類の方、認知症のおそれ

が高い方、この方については、臨時適正検

査、いわゆる医師の診断を受けていただくと

いうことに今回の改正法でなっております。 

 

○松田三郎委員 今おっしゃった第１分類

は、現場でいうと、更新に行かれて、そこで

簡易な何かテストみたいなものがあるわけで

しょう。あなた第１分類ですと、いついつま

でにお医者さんの診断書を持って、もう一回

来るわけですね。どこのお医者さんでもいい

わけですか。何か指定医が幾つかあるとか、

病院があるとかと。 

 

○田中交通企画課長 今公安委員会の指定

で、県内に12の指定医を指定させていただい

ております。また、その方がかかりつけ医で

その診断ができる場合、そのときは、その診

断書でも適用できるというようなことでござ

います。 

 

○松田三郎委員 はい、わかりました。 

 最終的に、その医師の診断書で、これはは

っきりはあれだと思いますけれども、かなり

認知症が進んでいるとか、そういう診断があ

った場合は、これは取り消しかなんかになる

わけですか。 

 

○田中交通企画課長 はい。医師の診断書で

認知症ということが確定した場合には、取り

消しになります。 

 

○山本秀久委員 さっきの関連ですけれど

も、信号機の問題。 

 これは、毎年のことで、大体年間どのくら

いが普通申し込みが多いのか。そういうのは

大体わかっとると思うから、それに応じて大

体年間このくらいは来るだろうと、通じてわ

かるでしょう。そういうときに、予算の獲得

の仕方というのがあると思うけど、そうする

と、万全に物事がスムーズにいくような場合

もあるし、地域によっては、かえって信号機

をつけたら邪魔になる場合があるだろう。 

 だから、年間を通じて大体何基、23基来た

とか、ことしは17基とかというような話があ

るから、それに応じて予算の獲得というもの

をとっとけば要望に応えることができるんじ

ゃないかなと私は感じとったものですから、

それをちょっとどういう状態か。 

 

○奥田交通部長 県内各地からの信号機設置

要望は、現在のところ、100以上が要望とし

て滞留といいますか、たまっておりまして、

要望の翌年、数年かけて要望されておられ

る、毎年のようにというのも中には含まれて

おります。 

 その要望の100何件につきまして、それぞ

れ優先度合い、緊急度合いというのが差異が

生じますが、当部としては、優先順位的なも

のを付して、年度内に可能なもの、翌年にな

るもの、翌々年になるものというような予算

づけを大まかに策定はしております。 

 

○山本秀久委員 その予算の獲得の仕方もい

ろいろあるんじゃないかと思うんだ。だか

ら、そういう優先順位をつけるということ

は、やっぱり予算の関係があって、そういう

順位をつけていくのかということ、どうです

か。 

 

○奥田交通部長 全て県卖でやれるものと国
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の補助を仰ぐ必要があるものとございまし

て、国の補助をいただきたいものにつきまし

ても、それぞれ枠、熊本県に対する枠という

ようなものがございまして、一気に解消とい

うのは困難と考えております。 

 

○山本秀久委員 国の予算の枠があるわけだ

な。 

 

○奥田交通部長 はい。補助につきましては

……。 

 

○山本秀久委員 あるわけだね。それじゃ、

こっちから要望の事項も大切な仕事の一つだ

ということですね。はい、わかりました。 

 それと、もういっちょ。 

 先ほど、松田県議が、高齢者の免許の問

題、私は高齢者で受けたんですよ。私に聞く

が一番早いぞと……（「聞きにくかったもの

で」と呼ぶ者あり） 

 だから、例えば行くでしょう、指定の教習

所。そうすると、そこでずっと講義があるわ

け。講義があって、ぼけとるかどうかの認識

のが午前中かかるんですよ。それで、ぼけて

ないとなれば試験になるわけです。ぼけてれ

ば、さっき言ったように、医者の診断書を持

ってこいとか。私は、どういうわけかスムー

スにいってもらえたわけですよ。 

 だから、中にはそういうことで、いろいろ

操作はしてある。絵が４つぐらいあって、そ

れを16枚ぐらい見せるんですよ。その間を見

せといて、あと、数字を今度は100個ぐらい

出して、その数字の２を消せとか３と２を消

せとかといろいろあるわけですよ。それを何

分間の間に消してしまわなきゃならぬ。それ

を見て、認知症か認知症でないかとか、それ

から、さっき言った絵を今度は思い出せと言

ってやられたことがある。そうすると、大体

16枚、４つの絵のパネルが、たしか全部で４

枚ぐらいあったかな。それを何枚か答えなけ

れば、認知症の問題があるんじゃないかな。 

 

○渕上陽一委員長 松田委員、御理解できま

したでしょうか。 

 

○山本秀久委員 そういうことですから。私

は無事に済んだけど。 

 

○森浩二委員 ７ページ、外国人による犯罪

対策に要する経費かな。 

 県警は、何カ国語ぐらいに対応でくっとで

すか。これからいろいろあるでしょう。オリ

ンピックとか、そういうの。 

 

○杉村刑事企画課長 委員の御質問は、通訳

体制の関係でよろしいでしょうか。 

 

○森浩二委員 通訳体制。 

 

○杉村刑事企画課長 現在の通訳体制につき

ましては、英語、北京語、韓国語などの15言

語を117人の部内要員と、スペイン語、フィ

リピン語、ポルトガル語などの30言語で199

人の民間の通訳要員を運用しているという状

況でございます。 

 

○森浩二委員 そしたら、熊本市内じゃなく

て、人吉でも天草でも何か言語がわからぬ人

がおったら、それ行くわけですか、そっち

に。 

 

○杉村刑事企画課長 はい、そうです。 

 

○森浩二委員 わかりました。 

 

○渕上陽一委員長 よろしいですか。警察関

係。 

 

○大平雄一委員 ７ページのＯＳＳ、これ平

成30年７月から導入をされるということなん
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ですが、ちょっとこのＯＳＳについて教えて

いただければと思います。 

 

○森交通規制課長 ＯＳＳといいますのは、

自動車保有関係のワンストップサービスを通

称ＯＳＳと呼んでいるところでございます。 

 今であれば、自動車を保有するために、ま

ず、車庫証明を警察署に申請する、また、車

庫証明が出れば、今度は新たに陸運支局に行

ってまた申請する、また、税の関係につきま

しては、県税事務所に行って納めるというよ

うな、それぞれの官公署に行って申請をして

いるわけでございますけれども、このワンス

トップサービスというのは、自宅のパソコン

を利用しまして、インターフェイスから入り

込みまして、その流れが一括して、各官公署

に行かなくても最後まで登録手続ができると

いうシステムでございます。 

 現在、全国では11都府県が既に導入をして

おりまして、当県としても、30年の７月をめ

どに導入を開始したいというふうに考えてい

るところでございます。 

 

○大平雄一委員 車庫証明を出して２日とか

３日要するということなんですが、これは１

日で全部済んでしまうということなんでしょ

うか。 

 

○森交通規制課長 そうではございません。

車庫証明の場合は、もちろん申請を受けまし

た後に、実際にその車庫がちゃんと確保され

ているかどうかという現地調査が必要になっ

てきます。現地調査の時間もございますの

で、それに決裁関係もございますので、極端

に短縮されるということではありませんけれ

ども、出ていったり来たりということの利便

性の確保と、それとまた、今車庫証明を申請

する場合、ディーラー等に依頼して申請をさ

れている方が多うございます。その方たちの

ディーラーの委託をする費用ですね。申請す

る費用が尐し減額されるというような話も一

部では聞いておるところでございます。そう

いうメリットが出てくるかと思います。 

 

○大平雄一委員 納税証明書を添付すると

か、いろいろ名義変更するときあると思うん

ですけれども、そういったのをネットで入力

したらできるということになるということで

すよね。 

 

○森交通規制課長 そうでございます。 

 

○大平雄一委員 そういった場合に、証明書

はどのような形で確認を最終的にとるのかな

というのはあるんですけれども、車庫証明が

できて、納税証明書をつけて、そして最終的

に陸運支局に出すという……。 

 

○森交通規制課長 オンラインの中で車庫証

明も車庫もしっかり確認されているというこ

とであれば、警察の署長の決裁がおりたやつ

が、申請した本人とそれと陸運支局にとれて

ますというのが、オンラインで回答が行くよ

うになっています。 

 

○大平雄一委員 通知番号かなんかがあると

いうことになるんですかね。 

 

○森交通規制課長 そうです。それはありま

す。 

 

○大平雄一委員 ありがとうございました。 

 

○城下広作委員 関連で。 

 住所変更したときも全く同じことを今やら

なきゃいけないんですね。住所が変わると、

車庫証明もまた場所が変わる、そして県税の

ほうにも行くということで、これもオンライ

ンでできるということで認識いいんですか

ね。 
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○森交通規制課長 現在運用されていますの

は、新規登録のやつだけでございます。徐々

に業務内容も拡大されていくという方向には

ございます。 

 

○城下広作委員 それはぜひ、住所変更なん

かも全く同じことをやりますもんね。新規と

同じことをやらないかぬし、私がこれはやっ

てきましたけれども、たいぎゃ面倒くさかっ

たです、やっぱり３回ぐるぐる回って。 

 それと、車庫証明は地図を書かないかぬの

ですよ、必ずですね。そうすると、オンライ

ンだったら、いわゆるオンラインのあの書式

の中にパソコンで地図を書くという形になる

ということですかね。確認、細かいことです

けれども。 

 

○森交通規制課長 今承知していますのは、

地図を書いていただきまして、それをスキャ

ンして取り込まなければならないというふう

に聞いています。 

 

○城下広作委員 了解です。じゃあ、住宅地

図とか何かあって、それをスキャンして、そ

こに張りつけるということでいいということ

ですね。 

 

○森交通規制課長 そうです。 

 

○城下広作委員 オーケーです。わかりまし

た。 

 

○渕上陽一委員長 警察関係ありませんか。 

 

○岩田智子委員 ５ページの被災地アドバイ

ザーの増員が今回できてますけれども、とて

もよかったなと思います。この前音楽隊のコ

ンサートに行ったときに、ひまわり隊の紹介

があって、女性の相談員さんというか声かけ

隊の方がいらっしゃって、ああ、いいなと。

やっぱり男性ばっかりじゃなくて、中に女性

のそういう方々がおられたのがとてもいいな

と思いましたので、その防犯のほうですね。

今度増員された、４人が６人になったという

ことでしたけれども、男女のあれはどうなの

かなと思ってお聞きします。 

 

○甲斐生活安全部長 男女は、区別はしてお

りません。資格要件としまして、卖に警察官

ＯＢではなくて、公共の安全と秩序を維持す

る活動に25年以上携わって、防犯活動に関す

る知識を有する者としております。今回、女

性警察官のＯＢにこの資格要件に合致する者

がいなかったということだけの理由でありま

す。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。 

 そういう方じゃないと、なかなかこういう

任務はできないと思いますけれども、何かや

っぱり女性がいらっしゃったらなというふう

に思います。いろんなトラブルが出てきて、

やっぱり同性だったらちょっと相談しやすい

というような形もあると思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。今後ともよろ

しくお願いしたいと思います。 

 続けていいですか。 

 

○渕上陽一委員長 はい、岩田委員。 

 

○岩田智子委員 ６ページのスクールサポー

ター、これは、学校に警察官のＯＢの方とか

が行かれている、あの事業ですか。 

 

○甲斐生活安全部長 はい、そのとおりで

す。 

 

○岩田智子委員 これも１人増員ということ

で、ありがたいなと思っています。 

 学校に警察官のＯＢの方がいらっしゃると
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いうことで、私はとてもいい話を聞いている

のですけれども、何かスクールサポーターが

入っていらっしゃるところの様子で、こうい

う効果があるとか、そういう話があったら、

ちょっと聞かせていただきたいなと思うんで

すが。 

 

○甲斐生活安全部長 具体的な効果ですね。

活動としては、非行に走った尐年の対応、ま

た、被害に遭った尐年の対応、そのほか、学

校における児童生徒の安全確保のための対応

ですね。 

 要は、先生と生徒がおり、それに父兄がお

る、また、警察が関係する、そういうものに

現場でうまく調整をして、場合によっては先

生のかわりになって父兄と対応する、そうい

うのが、非常に学校としては、私から言うと

変ですけれども、お役に立っているのではな

いかなというふうに思っております。 

 

○岩田智子委員 そんな話を私も聞いており

ます。保護者対応とか、とても円滑にいって

いるという話もありますが、私がちょっと─

─毎年というか、やっぱり時代によってとい

うか、社会の流れで貧困問題が今すごく重要

な課題となっているんですが、貧困と非行と

のかかわりがやっぱりすごく出てくると思う

んですよね、これから。そういうところで

も、事前にやっぱり防止というか、そうい

う、やっぱり人間って、相談できる人がいた

ら、何かこう非行とかにも走らないというよ

うなところもあるので、そういう役目にもな

っていただきたいなと思って、これは要望で

す。 

 以上です。 

 

○松田三郎委員 資料の18ページ以降のこと

で、ちょっと１点だけお尋ねします。 

 警察官の定員の増というのは、私ども県議

会もたびたび国に対して意見書提出をいたし

ておりまして、まさに警察本部と県議会が、

この点について一体となって進めてきた成果

の一つではないかと思っております。 

 そこで、参考までにお伺いしますけれど

も、なかなかこういう内訳を見る機会はあり

ませんでしたけれども、例えば、今回の場合

は15名増、15名増というのが決まった後、例

えば警察庁から、熊本県警さんは内訳はどこ

をどうふやしたほうがいいですかというよう

な協議があるものなのか、もしくは、半ば一

方的にというか、事後の内訳はこういうふう

にしますというのが来るものなのか、今後の

我々の要望していく方向性の参考のために、

ちょっとお聞かせいただければと思います。 

 

○熊川警務課長 増員につきましては、今回

の増員は、３カ年計画ということで、全国で

3,000名程度を増員したということでござい

ます。 

 それで、今回の増員の趣旨につきまして

は、３つの項目で増員がされておるというこ

とでございます。 

 １つは、ＤＶ、ストーカー、こういったも

のの対処を強化するということで、人身安全

関連事案対策強化ということで、本県の場合

は、15人中10名が増員されてきたと。 

 それから、今特殊詐欺も全国的な問題にな

っておりますけれども、この関連で２名、そ

れから国際情勢の変化に対応するための事案

対処能力強化、これはテロ対策等でございま

すが、これについては３名ということで、都

合15人の増員が図られたというようなことで

ございまして、この趣旨に沿って、それぞれ

それを対応する本部の各課、あるいは警察署

の担当係、こういったところに増員を配置し

ていくということでございます。 

 

○松田三郎委員 じゃあ、そのときそのとき

で一応方針があって、基本的には、ふえた分

はそこに配置しなければならないということ
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なんですか。 

 

○熊川警務課長 14年以降、大量増員という

ことで、ずっとこの増員が行われてきたわけ

ですが、その都度そういった趣旨で増員が図

られてきたということでございます。 

 

○渕上陽一委員長 ほかに警察関係ありませ

んか。なければ、教育委員会のほうの質疑に

入りたいと思います。 

 

○城下広作委員 教育長のほうから、最初、

冒頭ありましたように、教員の飲酒の問題が

ございました。また残念なことでございま

す。 

 ちょうど季節柄、また、異動がありまし

て、歓送迎会、いろいろ退職とかあると思い

ます。しっかりと、またこの時期──これも

また昨年のちょうど12月という、そういう時

期だったですね。しっかりとこういう──本

当は、時期は関係ないんですけどね。時期は

もう全然関係ないんですけれども、余計にそ

ういう機会が多くなりますので、大変、しっ

かりとまた徹底をして、もう絶対こういうこ

とがないようにということでやっぱりしとか

ないといけないかなというふうに思いますの

で、それはしっかりとまた何らかの指示で徹

底していただきたい。 

 それで、私、逆にちょっといじめとか、い

ろいろ学校側の先生方に対する対応のまずさ

とかなんとか、そういう話題ばかりになるん

ですけれども、逆に、最近余り聞かないんだ

けれども、先生方とかが、いわゆる保護者か

ら、モンスターペアレントという感じで、こ

れで物すごくがっとあって、最近特に困って

いるとか、そういう案件というのは、あって

いるんですか。それとも、全然それはないん

ですか。教職員側としては、全くそういうの

はないと、平穏であるというのか、それとも

実際は大変多くて困っていると、こういう実

情は、最近どうなのかと。余り話題にならぬ

もんですから、どうなんですか。 

 

○坂梨義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 いろいろ相談の中に、保護者の方々、そし

てまた、学校の担任の先生、最初の段階で、

やはり誤解が生じましたり、最初の対応が、

保護者が思われるような、期待されるような

ところまではできなかったという状況で、い

ろいろ学校のほうでも、組織的に管理職中心

に相談等やっていただきながら、丁寧にその

問題の解決に向けて取り組んでいただいてい

るところは、私たちのほうでも相談等で入っ

ておりますけれども、具体的に数としては把

握してないところでございます。 

 

○城下広作委員 なぜ聞いたかといいます

と、たまたま他県の相談をちょっと受けて、

ある教員の方が、生徒を、ちょっと授業中態

度が悪かったものだから、ちょっと出てこい

と言って、ぱんと押したそうなんですよ。そ

したら、ちょっと転んだらしいんですよ。そ

れからの保護者の何といいますか、対応とか

訴えというのは相当なものがあって、とうと

うその先生は精神的にも病んでしまって、処

分とかなんとかは全部あって、もう謝りもし

たんだけど、それが相当にずっと数年続い

て、もう何かやめるという、そこまで──強

靱な精神だったんだけれども、やっぱりそこ

まで、逆に言えばずっと追い詰められてとい

うことがあってるということは、今まさに進

行形で話を聞いているものですから。 

 いつも教員がどうだこうだ悪いというよう

なことで言うけれども、逆に、過度にがんが

ん言われることによって、そのことによって

大事な一生を台なしにするという人も一方で

はあるのかなという思いがありまして、そう

いう現状も、ある意味ではやっぱりしっかり

把握しとかないと、それで不幸にしていろい
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ろな形で厳しくなるとまたまずいのかなと思

って、確認をしたところでございます。そう

いうのがあったときは、しっかりまた対応し

ていただくような形が大事かと思います。こ

れは意見でございます。 

 

○山本秀久委員 ちょっと23ページ、５番、

日本一の環境教育「水俣に学ぶ肥後っ子」推

進事業と書いてますね。この問題、どういう

ふうな指導をしているわけ、推進している

の。 

 

○坂梨義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 平成23年度から、全ての小学５年生が、こ

の水俣に学ぶ肥後っ子教室ということで学習

をしておりますけれども、まず、事前学習と

いうことで、直接水俣市の資料館等、また、

そういった施設での語り部さん方と会う前

に、自分たちがどんなふうな取り組みをして

いるのか、まずは、事前に学びたいこと、学

習したいこと、そしていろいろお尋ねをした

いこと、調べたいこと、そういったのをきち

んと整理しながら、当日の学習に臨むと。そ

の中で、いろいろ学んだことを持ち帰りまし

て、事後学習という形で、自分たちが今後ど

のように自分自身の生活につなげていけるの

か、そしてまた、水俣病を正しく理解し、そ

して偏見、差別のない社会づくりに自分たち

がどう日々かかわっていくのか、そういった

視点で学習を進めているところでございま

す。 

 以上です。 

 

○山本秀久委員 それで、それだけの今説明

したとおりだったら、どういう結果が出てる

の。 

 

○坂梨義務教育課長 成果といたしまして、

まず、環境保全等につきましては、それぞれ

持ち帰りました後に、地域の方々をお招きし

ての学習成果発表会ですとか、それから、学

校内では５年生でありますけれども、これは

学年だけの学習ではないと、広く学校全体と

して取り組むべきものだということで、そう

いった学びを発信する場を設けておられま

す。 

 同時に、学校環境、ＩＳＯの取り組みが、

今県内全ての学校100％達しておりまして、

その中でも、環境保全に対します取り組み等

をみずから子供たちが主体的に取り組むのと

同時に、ことしいろいろ成果等をお聞きする

中で、１つ、一歩前に進んだなと感じました

のは、やはり家庭が一緒に協力しておられる

と。それぞれの家庭が、定期的にやはり自分

たちと子供たちと一緒に、資源の活用、それ

から再利用、節電や節水等にも、きちっと子

供と家庭が取り組んでおられるというところ

の取り組みが広がってきているというところ

が成果として上がってきているところでござ

います。 

 以上です。 

 

○山本秀久委員 それで、この水俣病の原因

というものはどういうふうに理解させるの。

原因が水俣病と書いた以上は、水俣病がどう

いうもので発生したかということの根源はど

うなってるの。 

 

○坂梨義務教育課長 水俣病に関しまして、

これまでの水俣市におかれますいろいろな公

害に関する内容につきましては、小学校の社

会科の授業ですとか、公害に関する学習内容

もあります。当然、授業の中で、そしてま

た、そういった体験活動を通して、知識とし

てだけではなく、自分自身の生活の中にどう

このことを生かしていくのか、そういったと

ころをしっかりと学校を挙げて取り組んでい

るところでございます。 
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○山本秀久委員 一番この水俣病の大切なも

のは、全て胎児性という人、立場だ。胎児性

を産んだ人は、両親も夢を持って産んでるわ

けだ。生まれた人も、まさか自分が生まれな

がらに水俣病の胎児性とは思ってないんだ。

そういうことを今水俣のこの環境の中で忘れ

てしまってる。その胎児性がいかに──その

親御さんと胎児性の立場というものが理解さ

れてない。水俣病の問題が薄れてしまってい

る、俺から言えば。そういうことが環境の整

備に特化していってる状態、それは、基本が

そこなんだ。 

 胎児性を産んだ親御さんというのは、夢を

持って産んでるわけだ。希望を持って産ん

だ。その希望を持った子供さんが、生まれな

がらにして胎児性ということは、どんな運命

を背負ったかと。そこをもう尐し、水俣病の

根源をもとをしっかりとしていかなきゃ、水

俣病は解決しないよ。それだけははっきり言

っとく。 

 以上です。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 

○松田三郎委員 ちょうど同じページでござ

いますが、今山本先生がおっしゃった下の６

番、この英語教育等々、同じ義務教育課長に

なると思いますが、近々、一部学年に教科化

され、また、その下の学年には外国語活動と

いうことになると、当然、後からできた制度

ですから、今小学校の英語の免許を持ってい

る先生というのは、例外的に中学校の英語を

兼ねて持ってらっしゃる方は別として、いろ

いろな研修、講習を受けながら対応していた

だくことになろうかと思いますが、当面の対

応と、そして将来的には、例えば小学校に英

語の免許を持った先生──まあ、中学校みた

いに教えていくという、どういったことにな

るのかというのを、当面の話と将来的な話、

採用の面でお考えをお聞かせいただきたいと

思います。 

 

○坂梨義務教育課長 体制の面から先に義務

教育課からお答えさせていただきます。 

 まず、教職員の研修の面、それから授業で

使います教材の面、そしてまた、グローバル

人材育成の中で必要な体験を通した英語体験

学習等、３つに分けて説明させていただきま

す。 

 まずは、各学校で、英語教育、外国語活動

が今行われていますけれども、32年全面実施

に向けた英語化に向けて、やはり学校のリー

ダーであります教員を、中核教員研修等で、

31年までの５年間、約260名、全ての小学校

の数、１校に１人の割合になりますけれど

も、そういった方々をリーダーとして研修い

ただき、その方々によって各学校で英語化に

向けた取り組みを進めていただくと。 

 また、小学校の先生方を中心に、各教育事

務所管内でも英語教育に関します研修も実施

しております。また、推進セミナーという形

で、県内からいろいろ先生方にも御参加いた

だく、そういった小学校の先生方を対象とい

たしました英語の研修、平成28年度も560名

近い先生方にそういった研修に出席いただい

ていると。 

 次に、教材ですけれども、平成32年全面実

施に向け、本県では、本年度、平成28年度か

ら｢I ＣＡＮ ＤＯ ＩＴ Ｊｕｎｉｏｒ」

という小学校５、６年生を対象としました英

語教材を全ての学校に配布しました。そして

また、教材を映像化しましたＤＶＤを指導者

と子供がともに試聴しながら授業を展開でき

る内容として活用いただいているということ

です。 

 それからまた、イングリッシュキャンプと

いう形で、県下から小学生も一堂に集まりま

して、ＡＬＴの方々とともに外国のいろんな

文化を知る機会という形で、いろいろ、一日

ではありますけれども、県下の英語に関心を
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持つ子供たちが集まりまして、そういった体

験活動を交えて英語に親しみ、そして意欲を

持って取り組めるような活動をしているとこ

ろでもございます。 

 それから、今後に向けましては、来年度、

平成29年度内には、国のほうで、子供たちが

活用します冊子ですとか、それから授業の中

で行います教職員の指導授業案、それから指

導書等、それからいろいろ参考になります実

践の成果等も交えました資料等を配布される

ということで、準備が進められているという

ふうに聞いておりまして、そういった資料、

冊子等を活用しながら、研修の中で、計画的

に、私たちのほうでも、それぞれの先生方が

不安をお持ちだと思いますし、また、負担感

がないように、できるだけ丁寧に対応してま

いりたいというふうに考えております。 

 義務教育課からは以上です。 

 

○松田三郎委員 じゃあ、御説明いただきま

した最初の点については、ちょっと確認もあ

りますけれども、32年度以降、正式に教科化

された場合は、小学校の教諭で英語の免許を

持っているような──大学の教育課程もそれ

に連動するんでしょうけれども、そういう方

をつくって採用するということですかね。今

は、研修とか受けていただいて対応していた

だくとはいえ、教科化された後は、しっかり

した免許というのが、例えば小学英語という

のかなんかわかりませんけれども、そういう

方が英語を教えるということになるんですか

ね。 

 

○國武学校人事課長 現状をまずちょっと御

説明させていただきたいと思います。 

 現在、学校人事課として取り組んでおりま

すのは、今先生もおっしゃいましたけれど

も、英語の教科化を見据えて、小中学校の先

生の枠の中で、中学校の英語の免許を取得し

ている方を別枠で採っているということをし

ておりまして、今まで70名、次の４月も８名

採用予定しているところでございます。 

 加えて、来年度やる選考考査、ですから、

入られるのは平成30年度からになりますけれ

ども、については、小中学校の教員の受講者

に対しましては、英語の資格での加点制度を

新たに実施することにしております。 

 学校人事課としての取り組みは以上でござ

います。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 もう１ついいですか。 

 ちょうど人事課長にお答えいただきました

が、先ほどの条例関係で34ページ以降ですか

ね、政令市に県費負担の分が移行する。 

 私、ちょっと前提でお伺いしますけれど

も、ちょっと勘違いもありましたが、これ見

ると、26年の公布の法律によって施行は29年

と。ということは、熊本だけではなくて、今

まで、よその政令市を抱えた県も、政令市に

関しての人件費を県費で負担していたのが、

一斉に29年４月１日から、熊本だけではな

く、ほかのところも同じようになるというこ

とですかね。 

 

○國武学校人事課長 そのとおりでございま

す。都道府県と政令市との間の協議の結果、

県費負担職員については、全オール政令指定

都市が都道府県から政令市に権限を移譲する

という形で、その施行日が、平成29年４月１

日に──昨年８月に決まりまして、正式に今

度の４月１日から教職員の給与負担が移譲さ

れたという形になります。 

 

○松田三郎委員 たしか負担も、国３分の

１、県３分の２が、今のあれですか。 

 

○國武学校人事課長 ３分の１が、いわゆる

国庫負担で、補助金でございまして、３分の

２については、交付税措置化されているとい



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（平成29年３月13日) 

 - 33 - 

う制度になっております。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 それを前提にお伺いしますけれども、これ

で、採用も、採用に使う問題は、市の教育委

員会でいろいろあって、今多分県と一緒のあ

れだと聞いておりますが、人事とか給与の負

担が、ほぼ原則、県の教育委員会の分と熊本

市は市の教育委員会ということになったんだ

と思います。 

 しばらくは、政令市になった後も、人事の

交流といいますか、市の教育委員会は、市内

の市立小学校、中学校だけで異動するんでし

ょうけれども、原則は、ほかの市以外のとこ

ろに行ったり、逆もあったりと、そういう交

流は進めますというお話を、去年かおととし

か聞いた記憶がありますが、確認ですけれど

も、今もそういうのは何名ぐらいかあるんで

すか。 

 

○國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 委員御指摘のとおり、これまで、定数であ

りますとか配置につきましては、県がやって

るというねじれがございまして、それが今回

解消されます。 

 委員の御指摘の人事の交流につきまして

は、管理職につきましては、毎年度、校長、

教頭、それぞれ３名ずつ新たに交流をして、

それは２年でございますけれども、交流をし

ております。加えて、若手の交流ということ

で、採用後３年経過した時点で、現在は、そ

れぞれ10名ずつを交流するということでやっ

ております。 

 

○松田三郎委員 これは、29年度以降県費負

担がなくなるということで、数をどうしよう

かと、ふやす、減らすという、そういうのは

何かお考えですか。 

 

○國武学校人事課長 実は、今申し上げた交

流数につきましては、昨年度、こういう動き

の中で協議した事柄でございまして、当面こ

の数をやって、３年後にもう一度交流数につ

いては話し合おうということで進めておりま

す。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 

○橋口海平副委員長 30ページなんですが、

よく最近議会などで武道館だったり野球場の

件がいろいろ出るんですが、その２の(2)で

すかね、武道館関連施設調査検討事業、この

検討の現在の状況というものを教えていただ

きたいと思います。 

 

○平田体育保健課長 昨年度、熊本県、熊本

市のスポーツ施設のあり方検討会議、これを

２回開催いたしまして、課題の整理や情報共

有、そういったことに取り組んでまいったと

ころでございます。 

 このような中、昨年４月の熊本地震によ

り、多くの社会体育施設が被災しまして、現

在、これらの施設の一日も早い復旧が最優先

と考え、これに全力で取り組んでいるところ

でございます。 

 まずは、こういった施設の復旧、復興に当

たりまして、来年度以降、熊本県、熊本市の

スポーツ施設のあり方検討会議において、今

後またあり方については検討していきたいと

考えております。 

 

○橋口海平副委員長 これはもう、じゃあ今

答弁したのは、武道館も藤崎台野球場とかそ

ういうのも含めた内容なんですか。 

 

○平田体育保健課長 武道館につきまして

も、野球場についても、含めたところでござ

います。 
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○橋口海平副委員長 進んでないということ

だと思いますので、しっかり検討していただ

きたいと思います。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 

○松田三郎委員 資料の12ページ、文化課長

にお尋ねしますが、簡卖な話でございます。 

 ２の(3)日本遺産関係の約280万ぐらい、こ

れ見ますと、日本遺産に認定された人吉・球

磨地域や認定を目指す菊池川流域、これは委

員長の地元でもありますので、こっちのほう

は、引き続き４月に発表予定でしょうから、

頑張っていただきたいのはもちろんでござい

ますが、この金額で、しかも、この認定を目

指すほうにも支援が必要でしょうから、今予

定されている当初予算の中で、人吉・球磨地

域に対しての事業というのは、具体的にはこ

の予算の中で何を予定していただいているん

でしょうか。 

 

○平井文化課長 文化課でございます。 

 この(3)の文化財群魅力発信支援事業でご

ざいますけれども、これは、文化課の事業の

中では、日本遺産に認定されました地域の市

町村指定の文化財の修理補助事業ということ

で、３分の１以内、50万円を上限に４件上げ

させていただいております。 

 これは、ハードの一部修復事業ということ

でございまして、ソフト事業、そのほかにつ

きましては、国の10分の10の補助金で3,000

万円の事業が対象地域に３年にわたって継続

的に手当てをされるということになっており

まして、この中で、例えば掲示板、外国語表

記の整備でございますとか、また、ソフト事

業、情報発信、シンポジウム、そういうもの

が開催されてきておるところでございます。 

 

○松田三郎委員 はい、わかりました。 

 これに限らず、ほかの、例えば地方創生関

係でとか、各市町村、あるいは知事部局の中

でも、日本遺産に関連した予算をしていただ

くということで、文化課の説明は今のでわか

りました。 

 もう１点、よございますか。 

 

○渕上陽一委員長 はい。 

 

○松田三郎委員 資料38ページの条例、ちょ

っと私も詳しくわからないのでお聞きします

けれども、義務教育学校の設置に伴う条例改

正ですね。これは高森という話を聞きました

が、さっきおっしゃった小中一貫になるわけ

ですよね、これは。これのメリット、あるい

は高森の場合、ほかには小学校はあるんです

か。その場合、どこか１つと中学校が一貫に

なるわけ。その場合、そのほかの小学校は一

貫になっとらぬわけですよね。その点、制度

の中身を含めて、ちょっとお聞かせいただけ

れば。 

 

○國武学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 今回、高森町において４月１日で設置され

ます義務教育学校は、現在の高森東小学校と

高森東中学校、この小学校１校、中学校１校

を新たに高森東学園義務教育学校にするとい

うふうに聞いておるところでございます。 

 ほかにも小中学校ございますので、その学

校については、小中一貫校ということであり

ますけれども、従来どおり小学校、中学校、

別の小中一貫校というやり方で進めていかれ

るというふうに聞いております。 

 今回高森町において取り組まれております

のは、現状として、小学校のほうも約30名、

中学校のほうも約10名というような非常に小

規模校でございまして、そういう中で、尐し

規模が大きくなるという、そういう意味合い

がございますのと、９年間の教育課程を小中

学校を一緒にすることで柔軟な学校の区割り
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が可能になりますし、あと、例えば英語の教

科について取り組んでおられますけれども、

５年生６年生から教科担任をやるとか、そう

いうことを今検討されているということで、

済みません、現状が最終的にどうなったかま

でちょっと確認しておりませんけれども、そ

ういうことを念頭に置いて、今回高森東学園

義務教育学校を設置するということで聞いて

おります。 

 

○松田三郎委員 ということは、今説明があ

りましたが、ほかの既にある小中一貫よりも

さらにフレキシブルにといいますか、その中

で対応ができるということが大きなメリット

なんでしょうかね。 

 例えば、30名と10名という非常に尐ない人

数というのも大きい原因だったかもしれませ

んが、これをモデルに、じゃあ、例えば幾つ

かの市町村でそういうのを今後計画なさって

いる、そういう相談があっている、ばっと広

がるという話じゃないんでしょう。 

 

○國武学校人事課長 この高森町自体、非常

に小規模な義務教育学校ですけれども、県内

では、大きな学校、大規模なところで、また

小中学校を一緒にした義務教育学校をしたい

というような御相談も既に得ているところで

ございますが、今委員御指摘のとおり、これ

は急速に広がるとかいうような状況ではござ

いません。 

 

○松田三郎委員 わかりました。 

 最後に、そういう御希望があるところは、

手続上は何か県の教育委員会といろいろ協議

しなければいけないとか、こういうことしな

きゃいけないというのが幾つかあるんです

か。 

 

○國武学校人事課長 設置するというのは、

あくまでも市町村立でございますので、市町

村教育委員会のほうで、そういうふうに判断

していただければ、あとは、それを受けて、

それぞれ教職員の配置とかは、基本、小学校

と中学校を足した数でございますので、そう

いう中で、校長、副校長、それから教頭を２

人置くことになりますので、どうするかとい

うのは、個別の相談をしますけれども、決定

権はあくまでも市町村立でございますので、

市町村のほうにございます。 

 

○松田三郎委員 結構です。ありがとうござ

います。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで質疑を終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第33号、第37号、第41号、第69号から第

74号まで及び第78号について、一括して採決

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渕上陽一委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第33号外９件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渕上陽一委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第33号外９件は、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「はい」「お願いします」と呼ぶ者あ

り） 

○渕上陽一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 私のほうから１点、12月の委員会において

取りまとめを御一任いただきました平成28年
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度教育警察常任委員会における取り組みの成

果について、お手元に配付のとおり案を作成

しましたので、御説明します。 

 この常任委員会における取り組みの成果

は、今年度の当委員会の中で、委員から提起

された要望、提案等の中から取り組みが進ん

だ主な項目を取り上げ、３月末までに県議会

のホームページで公表するものです。 

 項目の選定等について、副委員長及び執行

部とで協議し、当委員会としては７項目の取

り組みを挙げた案を作成いたしました。 

 ここに挙げた項目は、いずれも、委員から

提起された要望、提案等により取り組みが進

んだ、あるいは課題解決に向けての検討や調

査が動き出したようなものを選定しておりま

す。 

 もちろん、この項目以外の提起された課題

や要望等についても、執行部で調査検討等を

続けておられますが、これらの項目を特に具

体的な取り組みが進んでいるとして取り上げ

ました。 

 それでは、この案につきまして何か御意見

はございませんでしょうか。 

 なければ、この案でホームページへ登載し

たいと思いますので、よろしくお願いいいた

します。 

 なお、文言の整理、修正があった場合は、

委員長一任ということでよろしいでしょう

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○渕上陽一委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 ほかに、その他で何かございませんか。 

 

○松田三郎委員 これ多分高校教育課になろ

うかと思いますが、例えば農業系の学校とか

商業系の学校、普通科もそうかもしれません

が、例えば文化祭とかあるいは何か授業の中

でできたものを販売をするケースがあろうか

と思います。もちろん、普通よりある程度低

廉に、低価に安く売られるんだと思います

が、経費を除いて、そういう場合、バザーと

かでも、ある程度利益が出たと、私のちょっ

と勘違いかもしれません、聞いた話が不正確

かもしれませんが、その場合、できれば、例

えば学校のことにいろいろ使いたいけれど

も、一旦この教育委員会の財布に入るという

ことで、それが事実かどうかもちょっと確認

しますけれども、幾ら頑張っても教育委員会

に持っていかれてちょっとモチベーションが

上がらぬという話を聞いたことがあります

が、まず、事実関係として、制度どうなんで

すか。 

 

○牛田高校教育課長 学校で実習で販売等を

します、主に農業と水産関係につきまして

は、実習特会という、きょうの予算にも上げ

ておりますけれども、そこがございますの

で、その中で、各学校が予算をつくりまして

販売し、そこで得た利益等は、また次の活動

の実習費等としてということで、実習特会の

中で各学校の予算として細かくは動きますの

で、教育委員会が全体で吸い上げているとい

うようなことではございません。 

 

○松田三郎委員 特会は、じゃあ一つという

よりも、特会の中に、何々農業高校、何々農

業高校幾らというのがあるというイメージで

いいんですか。 

 

○牛田高校教育課長 それぞれ実習特会の中

に各学校ごとに予算を組みまして、例えば次

年度はこういった──ある学校は、今度は乗

用の芝刈り機を買うとか、そういったものも

特会の中ですると。そのことが、また子供た

ちの経営感覚にもつながるということで、そ

のようなシステムにしておるところでござい

ます。 

 

○松田三郎委員 それは済みません。えらい
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失礼なことを言いまして。 

 じゃあ、それに入っとらぬ、例えば商業系

の学校なんかは特会にはないわけですか。 

 

○牛田高校教育課長 額が大きい農業、水産

は、そのように特会でしてますけれども、そ

れ以外は、非常にもう本当に小さい額でござ

いますので、それぞれの学校で、実際必要な

経費等に充てて、普通高校なんかでも、そう

いった文化祭なんかでバザーをしたりします

けれども、そういったほぼ帳尻が合うような

形になっております。それでも余剰金が出た

場合は、例えば寄附をしたり、そういったこ

となんかにも使っている学校もあるというふ

うに聞いております。 

 

○松田三郎委員 寄附てどこかにですか。 

 

○牛田高校教育課長 例えば、慈善団体等に

寄附をされたりとか、そういったのが文化祭

なんかでクラスごとにバザーなんかをして売

り上げがあったりしますので、そういったと

きには、そのような使い方をしているという

ふうなこともございます。 

 

○松田三郎委員 はい、わかりました。 

 

○森浩二委員 ４月の定期異動は、大体もう

決まってるとは思うんですが、熊本から阿蘇

方面に通う先生が何か非常に苦労していると

いう話を聞くわけですよ。さっきのこれ読ん

でたら、取り組みの成果ですか、メンタルヘ

ルスの調査して支援策を検討するとあっとで

すけれども、その辺は考慮して今度の人事異

動は考えてあっとですかね。 

 

○國武学校人事課長 学校人事課長でござい

ます。 

 毎年度、人事異動に当たりましては、異動

方針というものを教育委員会において定め

て、それを具体化するということで異動方針

をやっております。 

 文言上、平成28年熊本地震への配慮という

文言は入れておりませんが、教育委員会の場

でも議論をいたしまして、その分については

配慮をするということで、具体の異動として

は、異動距離あたり、それから時間等も考慮

した形での異動を行うところでございます。 

 以上でございます。 

 

○森浩二委員 はい、わかりました。 

 

○渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、１点だけ、私のほうから要望さ

せていただければというふうに思っておりま

す。 

 きょう、最初の御挨拶、教育長の話があり

ました。処罰があったということでありまし

て、２点目は体罰事案がありましたけれど

も、昔から愛のむちというのがあるわけであ

りますが、体罰と愛のむちは、どこに境界が

あるかわかりませんし、ないのかもしれませ

んし、一体全ていかぬのかなというのはある

んですけれども、できれば、本来であれば、

学校の問題は学校の中で解決できることが一

番であろうというふうに思っております。 

 しかしながら、先ほど城下委員のほうから

のお話があったように、いろんな保護者の人

たちも出て、また、そういうことがあって、

警察のほうからも、スクールサポーターと

か、また、学校の中で、スクールカウンセラ

ーやソーシャルワーカーを雇いながらしっか

りやられているというふうに思いますけれど

も、まずは、やはりいろんな思いを持って、

やっぱり自分は学校の先生になりたいんだと

いうことで、きょう、先ほどお話がありまし

たが、組織を挙げて教職員の綱紀の保持を

し、こんな大きな話じゃなくて、もう尐しや

っぱり学校で、やはり校長先生たちはしっか

りとリーダーシップを持って、まずは学校の
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中で精いっぱい──あれだけの数の先生たち

がいらっしゃるんですから、しっかり学校の

中で検討しながら問題解決に向かっていただ

きたいというふうに思いますし、それでだめ

だったら、またいろんなところというふうに

思いますけれども、先生方は、何かあれもで

きないこれもできないと萎縮してしまうよう

な、私は、そんな学校にはなってほしくない

なというふうに思っております。その分は、

しっかり先生方に、余りがちがちにせずに、

やっぱりいろんなことが会話できるような学

校づくりに今後とも取り組んでいただければ

というふうに思っておりまして、私からの要

望にさせていただければというふうに思いま

す。 

 なければ、以上で本日の議題は終了いたし

ました。 

 それでは、これをもちまして、本日の委員

会を閉会いたします。 

  午後０時32分閉会 

――――――――――――――― 

 本年度最後の委員会でございますので、一

言御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、橋口副委員長を初め各委員の

御協力をいただきながら、委員会の活動を進

めてまいりましたが、各委員におかれまして

は、県政の抱える重要な諸問題につきまし

て、終始熱心な御審議を賜り、まことにあり

がとうございました。 

 また、宮尾教育長、後藤警察本部長を初

め、執行部の皆様におかれましても、常に丁

寧な説明と答弁をいただき、心から厚く御礼

を申し上げます。 

 また、この３月をもって勇退される方にお

かれましては、長い間県政に携わっていただ

き、まことに御苦労さまでございました。 

 今後とも、県政発展のために、変わらぬお

力添えをいただきますよう、よろしくお願い

いいたします。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆様の今後ますますの御健勝と御活躍を

祈念いたしまして、簡卖ではございますが、

御挨拶とさせていただきます。 

 本当にお世話になりまして、ありがとうご

ざいました。(拍手) 

 

○橋口海平副委員長 この１年間、渕上委員

長のもとで委員会運営に努めてまいりました

が、委員各位には、御指導、御鞭撻いただ

き、大変ありがとうございました。また、執

行部におかれましても、真摯に対応いただき

まして、本当にありがとうございます。 

 本県は、まだまだ復興の途中でございます

が、これからますます皆様とともに協働しな

がら、本県がさらに発展していけるよう心か

ら祈念申し上げまして、簡卖ではございます

が、御礼の御挨拶とさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。(拍手) 

 

○渕上陽一委員長 これで委員会を終了しま

す。 

 お疲れさまです。 

  午後０時33分 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  教育警察常任委員会委員長 

 


